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も
っ
と
も
、
下
級
裁
判
所
の
判
決
に
は
こ
れ
ま
で
に
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
少
な
く
な
く
、
日
本
の
憲
法
判
例
の
質
の
向
上
に
重
要

な
寄
与
を
な
し
て
き
た
。
し
か
し
、
下
級
審
裁
判
所
が
優
れ
た
憲
法
判
例
を
下
す
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
数
は
必
ず
し
も
多
い

響
力
の
点
で
も
、
重
‘

合
に
落
差
が
大
き
い
。

最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
が
有
効
に
行
使
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
聞
か
れ
て
か
ら
久
し
い
。
む
し
ろ
、
一
九
四
七
年
に
最

高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
以
来
、
最
高
裁
判
所
は
常
に
そ
の
よ
う
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
は
、
違
憲

判
断
の
消
極
的
傾
向
の
点
で
も
、
そ
の
論
理
内
容
な
い
し
水
準
の
点
で
も
、
さ
ら
に
は
、
最
高
裁
判
所
の
政
治
に
対
す
る
実
際
上
の
影

響
力
の
点
で
も
、
重
大
な
問
題
点
を
か
か
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
違
憲
審
査
制
を
導
入
し
て
い
る
欧
米
諸
国
で
の
実
績
と
比
較
し
た
場

■■

最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
と
違
憲
審
査
の
活
性
化

で
。
黒
足は

じ
め
に

苗

＄
、
１
１

津

匙

『
へ

示
側
川
ｌ
Ⅱ
川
訓
１
１
１
Ⅱ
ｌ
州
１
１
川
州
１
１
川
Ⅶ
Ⅱ

戸
波
江
二

一

、

〆
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と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
最
高
裁
判
例
に
し
た
が
っ
て
無
難
な
合
憲
判
決
を
下
す
例
は
は
る
か
に
多
い
。
と
す
れ
ば
、
問
題
は
、
判
例
全

体
を
統
一
し
指
導
す
る
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
に
あ
る
。
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
が
憲
法
感
覚
に
あ
ふ
れ
た
質
の
高
い
も
の
に
な

れ
ば
、
日
本
の
憲
法
判
例
全
体
が
向
上
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
の
意
義
と
問
題
点

こ
そ
が
第
一
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
は
、
一
九
九
○
年
ご
ろ
ま
で
の
立
法
・
行
政
府
の
判
断
追
認
型
か
ら
変
化
の
き
ざ
し

が
み
え
、
憲
法
な
い
し
人
権
価
値
を
優
先
し
た
判
決
を
下
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
一
九
九
○
年
代
の
政
治
の
転
換

を
背
景
に
し
て
お
り
、
ま
た
憲
法
感
覚
の
あ
る
裁
判
官
が
着
任
し
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
高
裁
判
所
が
憲
法

判
例
に
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
が
み
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
最
高
裁
の
憲
法
判
例
が
質
的
に
全
面
的
に
高
ま
っ
た

と
ま
で
は
い
え
ず
、
そ
の
推
移
を
な
お
見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
１
）
。

そ
れ
で
は
、
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
の
か
、
現
状
を
打
開

す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
現
在
の
時
点
で
概
括
的
に
考
察
し
、
よ
り
よ
い
憲
法
判
例
の
構
築
に
向
け

て
提
言
を
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
（
２
）
（
３
）
。

（
３
）
本
稿
は
、
戸
波
「
司
法
権
・
違
憲
審
査
制
論
の
訓
年
」
樋
口
Ⅱ
森
Ⅱ
高
見
Ⅱ
辻
村
「
憲
法
理
論
の
釦
年
」
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
）

（
１
）
最
近
の
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
の
積
極
的
傾
向
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
難
し
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
小
林
武
「
わ
が
国
違

憲
審
査
制
五
○
年
の
軌
跡
と
課
題
（
三
」
南
山
法
学
一
三
巻
一
喜
（
一
九
九
八
）
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
２
）
日
本
の
違
憲
審
査
制
な
い
し
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
に
関
す
る
論
稿
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
主
要
な
も
の
は
戸
波
・
後
出
（
３
）

に
引
用
し
た
が
、
そ
の
後
の
文
献
と
し
て
、
芦
部
信
喜
「
憲
法
学
に
お
け
る
憲
法
裁
判
論
」
法
学
協
会
雑
誌
二
三
巻
八
号
（
一
九
九
六
）

二
三
五
頁
以
下
、
園
部
逸
夫
「
違
憲
審
査
の
法
理
」
法
曹
時
報
四
七
巻
二
号
（
一
九
九
五
）
二
七
八
七
頁
以
下
。
同
「
最
高
裁
判
所
大

法
廷
と
憲
法
裁
判
所
」
宮
田
古
稀
記
念
「
国
法
学
の
諸
問
題
』
（
嵯
峨
野
書
院
、
一
九
九
六
）
一
三
七
頁
以
下
、
横
田
耕
一
「
違
憲
審
査
制
の

性
格
と
そ
の
運
用
」
》
ン
ユ
リ
ス
ト
一
○
八
九
号
（
一
九
九
六
）
一
五
一
頁
以
下
、
戸
松
秀
典
「
司
法
審
査
と
民
主
制
」
法
律
時
報
六
八
巻
六

号
。
．
（
一
九
九
六
）
一
六
三
頁
以
下
、
覚
道
豊
治
古
稀
記
念
論
集
『
現
代
違
憲
審
査
論
」
の
諸
論
稿
（
と
く
に
榎
原
猛
「
違
憲
審
査
と
政
治
的

配
慮
」
六
二
頁
以
下
、
松
井
茂
記
「
討
議
的
で
転
換
的
な
政
治
の
一
形
態
と
し
て
の
司
法
審
査
」
八
六
頁
以
下
、
棟
居
快
行
「
プ
ロ
セ
ス
・

ア
プ
ロ
ー
チ
的
司
法
審
査
観
に
つ
い
て
」
一
一
三
頁
以
下
）
、
新
井
Ⅱ
今
村
Ⅱ
河
野
Ⅱ
戸
波
「
座
談
会
・
違
憲
審
査
制
の
活
性
化
の
た
め
に
」

自
由
と
正
義
四
ゼ
巻
二
号
（
一
九
九
さ
八
七
頁
以
下
、
笹
田
栄
司
『
裁
判
制
度
」
（
信
山
社
、
一
九
九
七
）
、
中
村
睦
男
Ⅱ
常
本
照
樹
「
憲

法
裁
判
帥
年
』
（
悠
々
社
、
一
九
九
七
）
、
大
沢
秀
介
「
最
高
裁
判
所
と
憲
法
裁
判
所
」
公
法
研
究
五
九
号
（
一
九
九
七
）
一
八
五
頁
以
下
、

同
「
最
高
裁
判
所
と
憲
法
裁
判
所
」
岩
波
講
座
『
現
代
の
法
５
現
代
社
会
と
司
法
シ
ス
テ
ム
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
三
九
頁
以
下
、
小

林
武
「
わ
が
国
違
憲
審
査
の
五
○
年
ｌ
総
論
的
概
観
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
「
憲
法
五
○
年
の
人
権
と
憲
法
裁
判
』
（
敬
文
堂
、
一
九
九
七
）

三
頁
以
下
、
植
野
妙
実
子
「
憲
法
裁
判
の
五
○
年
」
同
前
一
七
頁
以
下
、
小
林
武
「
わ
が
国
違
憲
審
査
制
五
○
年
の
軌
跡
と
課
題
㈲
～
日
完
」

南
山
法
学
一
．
三
巻
一
号
四
五
頁
以
下
、
二
号
一
頁
以
下
、
三
号
一
頁
以
下
（
一
九
九
八
）
、
奥
平
康
弘
「
最
高
裁
判
所
の
現
在
と
行
方
１
１
憲

法
事
件
判
決
の
近
況
と
最
高
裁
判
所
上
下
」
法
律
時
報
七
○
巻
一
号
六
頁
以
下
、
二
号
七
四
頁
以
下
（
一
九
九
八
）
、
大
久
保
史
郎
「
憲
法
裁

判
と
憲
法
訴
訟
論
上
中
」
法
律
時
報
七
○
巻
一
号
四
二
頁
以
下
、
四
号
四
三
頁
以
下
（
一
九
九
八
）
、
浦
部
Ⅱ
江
橋
Ⅱ
野
中
Ⅱ
戸
波
「
座
談
会
．

憲
法
裁
判
と
憲
法
訴
訟
論
」
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
一
二
号
二
九
九
八
）
二
八
頁
以
下
、
松
井
茂
記
「
プ
ロ
セ
ス
的
司
法
審
査
理
論
再
論
」
佐

藤
幸
治
還
暦
記
念
「
現
代
立
憲
主
義
と
司
法
権
』
（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
）
六
七
頁
以
下
、
土
井
真
一
「
司
法
審
査
の
民
主
主
義
的
正
当
性

と
雷
筐
の
観
倉
同
前
二
五
頁
以
下
、
佐
藤
Ⅱ
初
宿
Ⅱ
大
石
編
雷
法
五
十
年
の
展
望
Ⅱ
ｌ
自
由
と
秩
序
員
有
斐
閣
、
一
九
九
八
）

の
諸
論
稿
（
佐
藤
幸
治
「
自
由
の
法
秩
序
」
一
頁
以
下
、
土
井
真
一
「
法
の
支
配
と
司
法
権
」
七
九
頁
以
下
、
米
沢
広
一
「
最
高
裁
と
下
級

審
」
一
四
三
頁
以
下
、
松
井
茂
記
「
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
の
半
世
紀
」
二
○
三
頁
以
下
、
市
川
正
人
「
違
憲
審
査
制
と
民
主
制
」
二
八

一
頁
以
下
）
な
ど
が
あ
る
。

ロ

■

■

■

ｒ

５

年

０

や

■

９

Ｊ

■

○

０

９

■

４

口

４

・
９
６
▲
■
■
■
◆
▲
●
ひ

寺
も
９
０
。
。
。
■
一
日
９
，
９
■

凸
Ｕ
ｅ
ｒ
。
２
写
り
Ｉ
■
４
４
３
．
４
１
℃
日
ｑ
０
ｆ
０
０
ｂ
■
ｆ
ｂ
９
２
６
回
り
４
９
ｈ
日
？
Ｏ
８
ｆ
ｏ
Ｐ
４
Ｐ
ｂ
、
今
命
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樹
脂
事
件
判
決
が
援
用
さ
れ
、
そ
の
「
趣
旨
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
」
と
論
じ
、
ま
た
、
岐
阜
県
青
少
年
保
護
条
例
判
決
（
最
三
小
判

平
元
・
九
・
一
九
刑
集
四
三
巻
八
号
七
八
五
頁
）
で
は
、
有
害
図
書
規
制
が
憲
法
一
二
条
に
違
反
し
な
い
と
す
る
判
示
に
関
し
て
、
わ
い
せ

。
●
Ｐ
も
Ｆ
一

つ
文
書
規
制
に
関
す
る
チ
ャ
タ
レ
イ
事
件
判
決
、
サ
ド
事
件
判
決
、
福
岡
県
淫
行
条
例
事
件
判
決
を
援
用
し
て
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
「
趣

旨
に
徴
し
明
ら
か
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
引
用
が
な
ぜ
な
さ
れ
た
の
か
、
先
例
の
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
係
争
事

件
に
関
連
し
て
い
る
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
先
例
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
「
先
例
の
趣
旨
に
徴
し
て

明
ら
か
」
と
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
先
例
の
引
用
部
分
を
明
示
し
、
先
例
と
係
争
事
件
の
争
点
と
の
異
同
を
区
別
す
べ
き
で

明
ら
か
」
と

あ
る
と
す
る

②
米
沢
教
授
は
、
最
高
裁
判
決
と
下
級
審
判
決
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
、
①
先
行
す
る
下
級
審
判
決
の
論
理
が
ど
の
よ
う
に
最

高
裁
判
決
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
、
②
最
高
裁
判
決
の
先
例
の
援
用
の
手
法
は
妥
当
か
、
③
最
高
裁
判
決
が
そ
の
後
の
下
級
審
判

決
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
統
制
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
、
④
下
級
審
判
決
は
先
例
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
な
ど
の
観
点
か
ら
、

尊
属
殺
、
公
安
条
例
、
平
和
主
義
な
ど
八
つ
の
主
要
な
憲
法
問
題
の
分
野
で
判
例
の
動
向
を
詳
細
に
た
ど
り
、
と
く
に
最
高
裁
判
決
の

先
例
に
つ
い
て
、
先
例
が
安
易
に
拡
大
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
先
例
の
射
程
が
不
明
確
な
た
め
に
不
統
一
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
引
用

さ
れ
た
判
決
が
先
例
と
し
て
不
適
切
な
場
合
が
あ
る
こ
と
、
先
例
の
引
用
に
一
貫
性
が
な
い
こ
と
、
な
ど
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
そ
し

て
、
最
高
裁
の
先
例
拘
束
性
の
視
点
か
ら
し
て
、
「
第
一
に
、
先
例
が
す
で
に
存
す
る
場
合
に
は
明
示
的
に
引
用
し
、
そ
れ
を
無
視
す
る

き
な
い
。

戸
松
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
最
高
裁
判
例
の
先
例
の
引
用
の
し
か
た
に
は
重
大
な
問
題
が
あ
り
、
①
実
態
の
う
え
で
相
当
に
異

な
る
事
案
を
強
引
に
先
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
、
②
先
例
の
ど
の
部
分
が
「
判
例
」
と
し
て
係
属
事
件
に
関
連
し
て
い
る
の
か

不
明
確
な
こ
と
、
③
先
例
と
本
件
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
に
つ
い
て
説
明
が
な
い
こ
と
、
な
ど
の
欠
陥
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で

１
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
の
「
判
例
」
性

最
高
裁
判
所
は
、
判
例
法
を
最
終
的
に
確
定
す
る
と
い
う
任
務
を
も
つ
。
最
高
裁
が
判
決
の
な
か
で
示
し
た
判
例
法
理
が
の
ち
の
裁

判
の
準
則
と
な
り
、
下
級
審
お
よ
び
最
高
裁
自
身
を
拘
束
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
重
要
な
法
源
と
な
る
。
し
か

し
、
こ
と
憲
法
判
例
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
は
自
覚
的
に
判
例
形
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
む
し
ろ
、
最
高
裁
の

憲
法
判
例
は
、
論
理
構
成
の
内
容
や
水
準
の
点
で
も
、
先
例
と
し
て
の
意
義
の
点
で
も
、
総
じ
て
粗
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
最
高

裁
の
憲
法
判
例
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
が
（
４
）
、
こ
こ
で
は
と
く
に
一
戸
松
秀
典
教
授
と
米
沢
広

一
教
授
の
分
析
を
参
照
に
、
最
高
裁
判
例
の
問
題
点
を
整
理
し
た
い
。

①
戸
松
教
授
は
、
最
高
裁
判
例
の
引
用
の
し
か
た
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
判
例
は
、
し

ば
し
ば
「
当
裁
判
所
大
法
廷
判
決
〔
先
例
〕
の
趣
旨
に
徴
し
て
明
ら
か
」
と
か
「
当
裁
判
所
判
決
〔
先
例
〕
参
照
」
と
い
う
方
式
で
先

例
を
援
用
す
る
が
、
そ
こ
で
援
用
さ
れ
る
先
例
が
当
該
事
件
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
が
不
明
確
な
場
合
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
自
衛
隊
の
基
地
建
設
の
た
め
の
土
地
売
買
契
約
の
効
力
が
争
わ
れ
た
百
里
基
地
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
最
三
小
判
平
元
・
六
・
二

○
民
集
四
三
巻
六
号
三
八
五
頁
）
は
、
国
の
私
法
上
の
行
為
に
対
し
て
憲
法
九
条
が
直
接
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
判
示
に
際
し
て
、
三
菱

一
○
九
頁
以
下
に
続
い
て
、
と
く
に
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
の
問
題
点
を
分
析
し
つ
つ
、
あ
る
べ
き
違
憲
審
査
制
の
制
度
と
運
用
に
つ
い

て
考
察
し
た
が
、
十
分
な
推
敲
の
時
間
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
先
行
業
績
を
整
理
し
て
若
干
の
意
見
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
問
題
点

の
一
層
の
解
明
は
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

一
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
の
問
題
点

（
５
）
。

~

１
１
１
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立
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
学
説
の
教
育
と
学
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
公
共
的
な
施
設
で
あ
り
、
法
律
に
格
別
の
規
定
が
な
い
場
合
で

も
、
そ
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
学
則
等
に
よ
り
一
方
的
に
制
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
在
学
す
る
学
生
を
規
律

す
る
包
括
的
権
能
を
有
す
る
」
と
い
う
論
理
が
付
加
さ
れ
、
公
立
と
私
立
と
の
区
別
を
否
定
す
る
と
い
う
、
私
人
間
効
力
論
で
説
い
た

と
こ
ろ
と
は
一
致
し
な
い
論
理
に
よ
っ
て
、
学
則
の
正
当
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
決
の
流
れ
は
い
わ
ゆ
る
校
則
裁
判
に

ま
で
持
ち
込
ま
れ
ｒ
私
立
学
校
で
の
バ
イ
ク
校
則
違
反
や
パ
ー
マ
校
則
違
反
に
よ
る
処
分
が
争
わ
れ
た
事
件
で
、
最
高
裁
（
最
三
小
判
平

三
・
九
・
三
判
時
一
四
○
一
号
五
六
頁
、
最
一
小
判
平
八
・
七
・
一
八
判
時
一
五
九
九
号
五
三
頁
）
は
、
私
立
学
校
に
は
人
権
規
定
が
直
接
適

用
さ
れ
な
い
と
説
き
、
人
権
問
題
に
一
切
論
及
し
な
い
ま
ま
に
校
則
に
よ
る
規
制
を
正
当
化
し
て
い
る
。

校
則
裁
判
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
は
多
く
の
重
大
な
疑
問
点
を
抱
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
私
人
間
効
力
論
に
関
す
る
判
例
理

論
か
ら
の
逸
脱
の
傾
向
は
と
く
に
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
間
接
適
用
説
は
、
人
権
規
定
が
私
人
間
で
も
基
本
的
に
妥
当
し
、
人
権
を

侵
害
す
る
私
法
行
為
が
法
的
に
違
法
な
い
し
無
効
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
理
論
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
判
例
の
展
開
と
と
も

に
、
人
権
は
む
し
ろ
私
人
間
で
は
妥
当
せ
ず
、
人
権
制
限
の
問
題
は
お
よ
そ
議
論
に
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。

そ
れ
は
、
三
菱
樹
脂
事
件
判
決
の
先
例
の
と
ら
え
方
と
し
て
不
当
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
学
校
教
育
を
受
け
て
い
る

生
徒
の
人
権
論
と
し
て
、
公
立
学
校
で
は
人
権
が
保
障
さ
れ
、
私
立
学
校
で
は
人
権
保
障
が
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
論

理
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
７
）
。
こ
の
よ
う
な
実
態
に
適
合
し
な
い
論
理
を
判
例
と
し
て
形
成
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
判
断
を

し
て
い
る
こ
と
自
体
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
形
成
能
力
に
疑
い
が
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
判
例
と
し
て
の
論
理
的
一
貫
性
、
整
合

性
、
説
得
性
な
ど
の
重
要
な
要
素
に
欠
け
る
判
例
を
積
み
重
ね
て
い
る
最
高
裁
の
態
度
は
、
強
く
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
に
は
、
先
例
と
し
て
の
問
題
点
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
結
局
は
、
事
件

を
担
当
す
る
裁
判
官
が
当
該
事
件
で
の
憲
法
「
判
例
」
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
る
か
と
い
う
こ
と
に
十
分
配
慮
し
て
い
な
い
こ
と
に
根
本

人
権
規
定
の
私
人
間
効
力
に
関
す
る
先
例
は
三
菱
樹
脂
事
件
判
決
（
最
大
判
昭
四
八
・
一
二
・
一
二
民
集
二
七
巻
二
号
一
五
三
六
頁
）
で

あ
り
、
憲
法
の
人
権
規
定
が
「
も
っ
ぱ
ら
国
ま
た
は
公
共
団
体
と
個
人
と
の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
人
相
互
の
関
係
を
直

接
規
律
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
「
私
的
関
係
に
お
い
て
は
、
。
：
…
私
的
自
治
に
対
す
る
一
般
的
制

限
規
定
で
あ
る
民
法
一
条
九
○
条
や
不
法
行
為
に
関
す
る
諸
規
定
等
の
適
切
な
運
用
に
よ
っ
て
、
一
面
で
私
的
自
治
の
原
則
を
尊
重

し
な
が
ら
、
他
面
で
社
会
的
許
容
性
の
限
度
を
超
え
る
侵
害
に
対
し
基
本
的
な
自
由
や
平
等
の
利
益
を
保
護
し
、
そ
の
間
の
適
切
な
調

整
を
図
る
方
途
も
存
す
る
」
と
説
い
て
、
い
わ
ゆ
る
間
接
適
用
説
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
。
し
か
し
、
の
ち
の
昭
和
女

子
大
事
件
判
決
（
最
三
小
判
昭
四
九
・
七
・
一
九
民
集
二
八
巻
五
号
七
九
○
頁
）
で
は
、
前
半
部
分
の
「
私
人
間
に
直
接
適
用
さ
れ
な
い
」

と
い
う
部
分
の
み
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
後
半
部
分
へ
の
言
及
は
な
く
、
そ
の
結
果
、
事
実
上
無
効
力
説
と
同
様
の
論
理
が
展
開

さ
れ
、
私
人
間
で
も
人
権
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
視
点
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
大
学
は
、
国
公
立
で
あ
る
と
私

ょ
ぅ
な
こ
と
を
し
な
い
。
第
二
に
、
先
例
た
り
え
な
い
判
決
を
強
引
に
『
先
例
』
と
し
て
引
用
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
。
第
三
に
、

『
徴
し
て
明
ら
か
』
『
○
○
判
決
参
照
』
等
と
の
み
暖
昧
に
の
べ
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
判
決
の
ど
の
部
分
を
先
例
と
み
な
す
の
か
を
明

示
し
た
う
え
で
、
そ
の
判
決
が
先
例
た
り
う
る
理
由
を
具
体
的
に
説
明
す
る
。
第
四
に
、
先
例
を
安
易
に
拡
大
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し

な
い
。
第
五
に
、
先
例
の
捉
え
方
（
た
と
》
え
ば
、
そ
の
射
暹
を
、
小
法
廷
を
含
め
た
最
高
裁
の
そ
の
後
の
判
決
に
お
い
て
統
一
す
る
」

と
提
言
す
る
（
６
）
。
こ
れ
ら
の
提
言
は
い
ず
れ
も
正
当
な
指
摘
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
基
本
的
な
こ
と
は
、
最
高
裁
判
所
は
自
己
の
形

成
す
る
憲
法
判
例
の
重
要
性
を
自
覚
し
、
憲
法
判
例
を
明
確
に
論
理
化
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③
最
高
裁
判
例
の
先
例
の
参
照
の
し
か
た
に
関
し
て
、
私
人
間
効
力
に
関
す
る
判
例
の
展
開
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
こ
で
は
、
先
例
の
内
容
が
の
ち
の
判
例
に
よ
っ
て
一
方
的
に
曲
げ
ら
れ
、
先
例
の
説
い
た
法
理
が
事
実
上
改
変
さ
れ
る
結
果
と
な
っ

て
い
る
。
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ま
た
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
憲
法
分
野
で
立
法
裁
量
論
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
十
分
な
違
憲
審

査
の
検
討
を
す
る
こ
と
な
く
違
憲
の
結
論
を
導
き
出
し
て
き
て
い
る
。
立
法
裁
量
論
は
、
議
会
に
対
す
る
敬
譲
と
い
う
意
味
で
の
司
法

消
極
主
義
娼
垂
脚
し
て
い
る
限
り
で
、
違
憲
審
査
の
基
本
的
態
度
と
し
て
は
支
持
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
争
わ
れ
て
い

る
法
律
の
合
憲
性
の
審
査
の
際
の
判
断
基
準
な
い
し
方
法
と
し
て
は
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
、
最
高
裁
判
例
で
用

い
ら
れ
て
い
る
立
怯
裁
量
論
は
、
一
般
的
な
事
件
で
の
合
憲
の
枠
内
に
あ
る
こ
と
を
示
す
立
法
裁
量
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
結
局
は
「
合

憲
」
で
あ
る
こ
と
の
い
い
直
し
に
す
ぎ
ず
、
違
憲
審
査
の
基
準
論
と
し
て
無
用
の
も
の
で
あ
る
（
９
）
。
こ
の
よ
う
な
立
法
裁
量
論
を
多
用

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
違
憲
審
査
の
精
度
お
よ
び
判
例
の
質
が
低
下
し
、
最
高
裁
判
例
に
対
す
る
信
頼
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

総
じ
て
最
高
裁
判
例
に
は
、
違
憲
審
査
の
基
準
・
方
法
に
対
す
る
配
慮
が
乏
し
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
種
類
の
事

件
に
ど
の
よ
う
な
違
憲
審
査
基
準
を
と
る
か
に
つ
い
て
、
一
部
の
判
決
を
除
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
、
事
件
ご
と

に
個
別
事
情
を
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
に
衡
量
し
て
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
戸
別
訪
問
の
規
制
を
は
じ
め

と
す
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
一
連
の
最
高
裁
判
決
（
た
と
え
ば
、
最
二
小
判
昭
五
六
・
六
・
一
五
刑
集
三
五
巻
四
号
二
○
五
頁
）
で
、
十
分
な

理
由
を
述
べ
な
い
ま
ま
に
合
憲
判
決
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
、
エ
ホ
バ
の
証
人
剣
道
拒
否
事
件
判
決
（
最
二

小
判
平
八
・
三
・
八
民
集
五
○
巻
三
号
四
六
九
頁
）
で
も
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
の
学
生
に
対
す
る
原
級
留
置
・
退
学
処
分
を
取
り
消
し

た
結
論
は
支
持
で
き
る
も
の
の
、
信
教
の
自
由
と
教
育
の
中
立
性
と
の
衝
突
と
い
う
重
要
な
事
例
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別

的
事
情
を
平
板
に
衡
量
し
て
結
論
を
導
き
出
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
信
教
の
自
由
の
制
限
に
関
す
る
重
要
な
先
例
と
な
り
う
る
事
件

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
違
憲
審
査
の
判
断
枠
組
み
を
確
立
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
型
。

②
も
っ
と
も
、
最
高
裁
判
所
が
違
憲
審
査
基
準
論
を
自
覚
的
に
展
開
し
た
例
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
職
業
の
自
由
に
関
す

る
積
極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
が
あ
る
。
積
極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
は
、
小
売
市
場
事
件
判
決
（
最
大
判
昭
四
七
・
二
・
一
三

的
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
英
独
の
憲
法
判
例
を
読
む
と
、
①
当
該
事
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
憲
法
問
題

は
何
か
、
②
そ
れ
に
関
す
る
先
例
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、
③
当
該
事
件
で
確
定
す
る
判
例
法
理
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

と
い
う
諸
点
に
十
分
留
意
し
，
て
判
決
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
、
王
張
さ
れ
た
多
く

の
憲
法
問
題
の
う
ち
で
、
「
本
件
で
は
こ
の
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」
と
い
う
表
現
で
、
事
件
の
解
決
に
不
必
要
な
憲
法
判

断
を
回
避
す
る
こ
と
さ
え
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
憲
法
判
例
の
形
成
に
つ
い
て
慎
重
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
日
本
の
最
高
裁
判

例
に
は
、
そ
の
よ
う
な
慎
重
な
態
度
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
最
高
裁
判
例
の
違
憲
審
査
基
準
論

違
憲
審
査
に
あ
た
っ
て
、
違
憲
審
査
の
基
準
な
い
し
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
違
憲
審
査
の
精
度
を
高
め
、
合
憲
・
違
憲
の
結
論

の
論
理
的
説
得
性
を
確
保
し
、
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
対
す
る
信
頼
を
獲
得
す
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
。
違
憲
審
査
の
基
準
・
方
法

論
は
、
欧
米
の
違
憲
審
査
の
実
際
で
は
、
織
密
な
論
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
合
憲
性
の
判
定
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
（
８
）
。
し
か
し
、
最
高
裁
判
例
は
、
有
用
な
違
憲
審
査
基
準
論
を
発
展
さ
せ
て
き
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

①
ま
ず
、
一
重
の
基
準
論
に
つ
い
て
、
量
局
裁
判
所
は
一
重
の
基
準
論
の
論
理
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
の
、
一
重
の
基
準
論
に
忠

実
に
準
拠
し
て
違
憲
審
査
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
精
神
的
自
由
に
対
す
る
厳
格
審
査
を
行
っ
た
と
い
う
事
例
は
ま
だ

み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
経
済
的
自
由
の
分
野
で
の
違
憲
判
決
が
目
立
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
議
員
定
数
不
均
衡
事
件
で
は
、
最
高
裁
判

所
は
例
外
的
に
積
極
的
な
違
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
違
憲
審
査
の
基
準
と
し
て
は
立
法
裁
量
論
を
基
礎
に
し
た
ゆ
る
や

か
な
審
査
基
準
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
事
実
上
極
端
に
較
差
が
開
い
た
場
合
に
の
み
違
憲
判
断
が
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
二
つ
の
違

憲
判
決
を
含
め
て
、
定
数
不
均
衡
の
違
憲
性
を
指
摘
す
る
判
決
を
い
く
つ
か
下
し
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
最
高
裁
判
所
が
議
員
定
数

不
均
衡
事
件
で
厳
格
審
査
を
行
っ
て
い
る
と
ま
で
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
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し
か
し
、
森
林
法
違
憲
判
決
は
、
積
極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
を
採
ら
な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

学
説
で
も
、
積
極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
を
採
る
先
例
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
た
（
皿
）
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
森
林
法
違
憲
判
決
が
後
の
最
高
裁
な
い
し
下
級
審
判
決
に
対
し
て
、
先
例
と
し
て
適
切
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
公
衆
浴
場
距
離
制
限
の
合
憲
性
が
再
度
問
題
に
な
っ
た
一
九
八
九
年
に
、
第
二
小
法
廷

と
第
三
小
法
廷
と
で
、
同
じ
合
憲
判
決
で
あ
り
な
が
ら
積
極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
を
用
い
る
か
ど
う
か
で
意
見
が
分
か
れ
た
が
、

そ
の
原
因
の
一
つ
は
先
例
と
し
て
の
森
林
法
判
決
の
不
明
確
性
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
九
九
二
年
の
酒
類
販
売
免
許
制
合
憲
判
決
は
、
酒
類
販
売
免
許
制
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
薬
事
法
距
離
制
限
違
憲
判
決
お
よ
び
大

島
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
判
決
（
最
大
判
昭
六
○
・
三
・
二
七
民
集
三
九
巻
二
号
二
四
七
頁
）
を
援
用
し
つ
つ
、
租
税
立
法
に
つ
い
て
は

立
法
府
の
政
策
的
・
技
術
的
裁
量
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
「
租
税
の
適
切
か
つ
確
実
な
賦
課
徴
収
を
図
る
と
い
う
国
家
の
財
政

目
的
の
た
め
の
職
業
の
許
可
制
に
よ
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
と
合
理
性
に
つ
い
て
の
立
法
府
の
判
断
が
、
右
の
政
策
的
、

技
術
的
な
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
、
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
な
い
限
り
」
憲
法
二
二
条
に
は
反
し
な
い
、
と
い
う
基
準
を

採
用
し
、
結
論
と
し
て
酒
類
販
売
免
許
制
に
は
酒
税
の
確
実
の
徴
収
と
い
う
観
点
か
ら
な
お
必
要
性
・
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示

~

う
り

の
分
割
請
求
制
限
規
定
の
必
要
性
・
合
理
性
の
有
無
を
詳
し
く
審
査
し
て
違
憲
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
審
査
方
法
は
、
財
産
権
規
制

立
法
に
つ
い
て
、
大
枠
と
し
て
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
違
憲
審
査
基
準
を
設
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
規
制
の
必
要
性
・
合
理
性
を
個
別

的
に
審
査
す
る
も
の
で
あ
り
、
立
法
事
実
の
検
討
に
よ
っ
て
妥
当
な
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
も
有
用
な
審
査
方
法
と
い
え
よ

し
た
。 な

お
、
森
林
法
違
憲
判
決
で
最
高
裁
が
示
し
た
財
産
権
制
限
立
法
の
合
憲
性
審
査
の
基
準
・
方
法
は
基
本
的
に
妥
当
な
も
の
と
解
さ

れ
る
。
判
決
は
、
財
産
権
の
制
限
の
多
様
性
に
鑑
み
、
規
制
の
目
的
、
必
要
性
、
内
容
規
制
を
受
け
る
財
産
権
の
種
類
、
性
質
、
規

制
の
程
度
等
を
比
較
考
冒
一
塁
す
る
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
①
規
制
目
的
が
公
共
の
福
祉
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
、
②
規
制
手
段
が
目
的
達

成
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
合
理
的
か
ど
う
か
と
い
う
違
憲
審
査
基
準
を
提
示
し
、
そ
し
て
、
こ
の
基
準
に
照
ら
し
て
森
林
法
一
八
六
条

刑
集
二
六
巻
九
号
五
八
六
頁
）
と
薬
事
法
距
離
制
限
違
憲
判
決
（
最
大
判
昭
五
○
・
四
・
三
○
民
集
二
九
巻
四
号
五
七
二
頁
）
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
が
独
自
に
展
開
し
た
数
少
な
い
違
憲
審
査
の
基
準
・
方
法
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
判

例
で
は
、
西
陣
絹
ネ
ク
タ
イ
訴
訟
判
決
（
最
三
小
判
平
二
・
二
・
六
訟
月
三
六
巻
一
二
号
二
二
四
二
頁
）
や
公
衆
浴
場
距
離
制
限
第
二
小
法

廷
判
決
（
最
二
小
判
平
元
・
一
・
二
○
刑
集
四
三
巻
一
号
一
頁
）
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
も
の
の
、
森
林
法
違
憲
判
決
（
最
大
判
昭
六
二
・
四
．

二
二
民
集
四
一
巻
三
号
四
○
八
頁
）
、
公
衆
浴
場
距
離
制
限
第
三
小
法
廷
判
決
（
最
三
小
判
平
元
・
三
・
七
判
時
一
三
○
八
号
一
二
頁
）
へ
酒

類
販
売
免
許
制
合
憲
判
決
（
最
三
小
判
平
四
・
一
二
・
一
五
民
集
四
六
巻
九
号
二
八
二
九
頁
）
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
学
説
で
は
、
積

極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
を
支
持
す
る
学
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、
そ
れ
に
反
対
す
る
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
（
、
）
。

思
う
に
、
積
極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
は
、
違
憲
審
査
の
基
準
論
と
し
て
不
成
功
に
終
わ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、

①
な
ぜ
積
極
目
的
規
制
で
は
明
白
の
原
則
と
い
う
ゆ
る
や
か
な
審
査
が
行
わ
れ
、
な
ぜ
消
極
目
的
規
制
で
は
必
要
性
・
合
理
性
が
相
当

に
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
の
か
が
な
お
不
明
な
こ
と
、
②
国
の
規
制
目
的
に
よ
っ
て
の
み
審
査
基
準
を
区
分
す
る
こ
と
が
説
得
的
で
は
な

い
こ
と
、
③
積
極
目
的
規
制
に
も
消
極
目
的
規
制
に
も
該
当
し
な
い
も
の
が
少
な
く
な
く
、
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
一
般
性
に
欠
け
る

こ
と
、
③
積
極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
の
論
理
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
帰
結
が
常
に
妥
当
な
も
の
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
な
ど

の
重
大
な
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
の
ち
の
最
高
裁
判
例
が
意
識
的
に
積
極
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
を
回
避
し

た
こ
と
は
賢
明
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
判
決
で
大
島
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
が
先
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
酒
類
販
売
免
許
制
は
、
そ
れ
が
税
に
関
す
る
事
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い
ず
れ
に
せ
よ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
違
憲
判
決
が
目
的
効
果
基
準
と
い
う
違
憲
審
査
の
基
準
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
目

的
効
果
基
準
は
、
違
憲
判
決
の
導
出
に
と
っ
て
有
力
な
判
断
枠
組
み
を
提
供
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
違
憲
審
査
基
準
論
の
有
用
性
を

ノ

み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
違
憲
判
断
を

下
す
に
あ
た
っ
て
、
確
固
と
し
た
違
憲
審
査
の
論
理
な
い
し
枠
組
み
を
構
築
し
、
判
決
の
説
得
力
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り

わ
け
最
高
裁
は
、
ど
の
よ
う
な
違
憲
審
査
の
基
準
・
方
法
を
と
る
か
、
ど
の
よ
う
な
違
憲
審
査
の
判
断
枠
組
み
を
採
用
す
る
か
と
い
う

こ
と
に
注
意
を
払
い
、
よ
り
よ
い
違
憲
審
査
基
準
論
を
形
成
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
禿
）
。

３
憲
法
な
い
し
人
権
問
題
を
回
避
す
る
傾
向

神
社
等
の
祭
祀
へ
の
玉
串
料
等
の
奉
納
を
政
教
分
離
違
反
と
判
断
し
た
。
事
案
へ
の
適
用
過
程
で
、
玉
串
料
の
支
出
行
為
の
宗
教
性
が

高
い
こ
と
を
重
視
し
、
ま
た
、
行
為
の
目
的
の
宗
教
的
意
義
を
客
観
的
に
と
ら
え
、
効
果
に
つ
い
て
も
一
般
人
に
与
え
る
印
象
を
重
視

す
る
な
ど
、
，
目
的
効
果
基
準
を
厳
格
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

判
決
の
目
的
効
果
基
準
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
目
的
効
果
基
準
が
不
明
確
で
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
す
る
五
裁
判
官
の
補
足
意
見
、

目
的
効
果
基
準
に
依
拠
し
つ
つ
も
合
憲
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
反
対
意
見
が
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
よ
う
（
巧
）
。
こ
の
意
味
で
、
目

Ｉ

的
効
果
基
準
自
体
は
な
お
客
観
的
に
確
立
し
た
基
準
で
は
な
く
、
よ
り
精
度
の
高
い
基
準
を
模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
政
教
分
離
違
反
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
国
の
行
為
と
宗
教
と
の

か
か
わ
り
の
具
体
的
状
況
・
程
度
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
政
教
分
離
違
反
か
ど
う
か
は
違
憲
審
査
基
準
の
精
度
の
み

に
よ
っ
て
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
目
的
効
果
基
準
は
、
政
教
分
離
違
反
か
ど
う
か
を
鋭
く
切
り
分
け
る
基
準
と
は

い
え
ず
、
さ
ら
に
精
綴
な
基
準
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
政
教
分
離
事
件
で
依
拠
す
る
に
足
り
る
一
応
の
基
準
と
い
う
こ
と

い
え
ず
、
さ
ら
に
精
綴
坐

目
的
効
果
基
準
の
展
開
に
と
っ
て
、
愛
媛
玉
串
料
違
憲
判
決
（
最
大
判
平
九
・
四
・
二
民
集
五
一
巻
四
号
一
六
七
三
頁
）
は
重
要
な
意
味

を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
判
決
は
、
目
的
効
果
基
準
を
採
用
し
な
が
ら
も
、
そ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
「
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
に

の
み
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
当
該
行
為
者
が
当
該
行

為
を
行
う
に
つ
い
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事

情
を
考
慮
し
、
社
会
通
念
に
従
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
き
、
結
論
と
し
て
、
愛
媛
県
知
事
に
よ
る
靖
国

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

件
で
あ
る
と
は
い
え
、
所
得
税
の
徴
収
方
法
の
間
の
不
平
等
が
争
わ
れ
た
大
島
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
と
は
事
案
を
異
に
し
て
お
り
、

ま
た
、
租
税
立
法
に
関
す
る
立
法
裁
量
論
を
営
業
許
可
制
の
争
わ
れ
た
事
案
に
援
用
す
る
こ
と
に
も
理
由
が
な
く
、
先
例
の
引
用
と
し

て
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
酒
類
販
売
許
可
制
と
い
う
職
業
の
自
由
の
制
限
が
争
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
積
極
目
的
・
消
極
目

的
二
分
論
を
用
い
ず
、
し
か
も
そ
れ
に
つ
い
て
説
示
が
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
（
喝
）
。

③
政
教
分
離
裁
判
で
の
目
的
効
果
基
準
の
扱
い
も
ま
た
、
最
高
裁
判
例
の
展
開
し
た
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
目
的

効
果
基
準
は
、
津
地
鎮
祭
事
件
で
は
じ
め
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
の
政
教
分
離
裁
判
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。
目
的

効
果
基
準
に
対
す
る
学
説
の
評
価
は
か
な
り
分
か
れ
、
か
つ
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
津
地
鎮
祭
事
件
判
決
当
初
は
、
政

教
分
離
原
則
に
つ
い
て
ゆ
る
や
か
な
分
離
論
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て
批
判
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
判
例
で
は
目
的
効
果

基
準
は
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
、
他
方
、
目
的
効
果
基
準
が
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
裁
判
で
展
開
し
て
き
た
有
用

な
違
憲
審
査
基
準
で
あ
り
、
ま
た
、
下
級
審
判
決
が
違
憲
判
決
の
根
拠
と
し
て
用
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
目
的
効
果
基
準
を
厳
格
に
し

ぼ
っ
て
適
用
す
れ
ば
、
広
く
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
基
準
で
は
な
い
か
」
と
す
る
説
が
有
力
に
な
っ
た
（
Ｍ
）
。
と
は
い
え
、
目
的
効
果
基

準
の
不
明
確
性
、
ゆ
る
や
か
な
審
査
に
よ
る
合
憲
判
断
導
出
の
可
能
性
と
い
う
問
題
を
踏
ま
え
て
、
目
的
効
果
基
準
を
批
判
す
る
見
解

も
有
力
で
あ
っ
た
。
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し
人
権
制
限
の
可
否
に
関
す
る
比
較
衡
量
と
し
て
論
理
構
成
す
る
こ
と
は
、
拠
る
べ
き
基
準
の
な
い
比
較
衡
量
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め

に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
（
翌
。

４
６
口
０
＄
ど
こ

最
高
裁
判
例
の
重
大
な
問
題
点
と
し
て
、
さ
ら
に
、
憲
法
な
い
し
人
権
問
題
が
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
憲
法
問
題
と
し

て
扱
う
こ
と
を
避
け
、
通
常
の
法
律
問
題
と
し
て
事
件
を
処
理
し
が
ち
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
前
述
し
た
私
人
間
効
力

論
で
の
人
権
の
不
適
用
説
的
な
論
理
に
転
換
し
た
事
例
が
あ
る
が
、
他
に
は
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
人
格
権
侵
害
が
損
害
賠
償
で
争

わ
れ
る
場
合
に
著
し
い
。
た
と
え
ば
、
弁
護
士
会
か
ら
の
照
会
に
応
じ
て
前
科
を
開
示
し
た
こ
と
を
違
法
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
是

認
し
た
前
科
照
会
事
件
判
決
（
最
三
小
判
昭
墓
ハ
．
四
・
一
四
民
集
二
一
五
巻
三
号
六
二
○
頁
）
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
観
念
は
用
い
ら
れ

ず
、
も
っ
ぱ
ら
損
害
賠
償
訴
訟
の
範
囲
内
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
（
辺
。

判
例
の
態
度
は
、
不
必
要
な
憲
法
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
と
す
る
い
わ
ゆ
る
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
に
忠
実
に
し
た
が
っ
て
い
る
よ

う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
上
記
の
事
件
で
、
憲
法
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
て
憲
法
事
件
と
し
て
審
理
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
必
要
な

こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
問
題
を
適
切
に
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
表
現
の
自
由
と
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
の
対
立
に
お
い
て
、
そ
の
調
整
の
た
め
に
は
本
来
憲
法
レ
ベ
ル
の
価
値
衡
量

が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
権
利
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
や
根
拠
、
そ
の
制
限
の
可
能
性
と
限
界
な
ど
に
つ
い
て
人
権
論
か
ら
考
察
す

る
こ
と
は
不
可
欠
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ィ
バ
、
ン
Ｉ
侵
害
の
条
件
と
し
て
「
宴
の
あ
と
」
事
件
東
京
地
裁
判
決
（
東
京
地
判
昭

三
九
・
九
・
二
八
下
民
集
一
五
巻
九
号
二
三
一
七
頁
）
が
示
し
た
三
条
件
（
①
私
生
活
上
の
事
実
ま
た
は
事
実
ら
し
く
受
け
取
ら
れ
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
②
一
般
人
を
基
準
に
公
開
を
欲
せ
ず
、
③
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
）
は
、
実
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
と
し
て
保
護
さ
れ
る
個

人
の
情
報
の
範
囲
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
人
権
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
、
ン
－
権
の
外
延
を
確
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
前
科
照
会
事
件
で
は
、
公
権
力
が
前
科
に
関
す
る
こ
と
が
ら
を
正
当
な
理
由
な
く
開
示
す
る
こ
と
が
人
権
侵
害
と
な

る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
の
意
義
と
そ
の
限
界
、
前
科
と
プ
ラ
イ
バ
．
シ
ー
と
の
関
係
な
ど
の
論
点
に
つ
い
て
論
理
化

を
図
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
．
単
に
不
法
行
為
法
上
の
調
整
問
題
と
し
て
の
比
較
衡
量
で
は
な
く
、
憲
法
上
の
人
権
の
衝
突
な
い

（
５
）
戸
松
秀
典
「
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
に
お
け
る
先
例
の
扱
い
方
に
つ
い
て
」
高
柳
古
稀
記
念
『
現
代
憲
法
の
諸
相
』
（
専
修
大
学
出
版

局
、
一
九
九
二
）
一
九
七
頁
以
下
、
二
一
九
頁
。

（
６
）
米
沢
広
一
・
前
出
注
（
２
）
一
九
三
頁
。

（
７
）
校
則
裁
判
で
の
判
例
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
戸
波
「
私
立
高
校
で
の
校
則
違
反
を
理
由
と
す
る
自
主
退
学
処
分
を
め
ぐ
る

憲
法
上
の
問
題
点
」
日
本
大
学
司
法
研
究
所
紀
要
五
巻
（
一
九
九
三
）
九
八
頁
以
下
参
照
。

（
８
）
さ
し
あ
た
り
、
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
』
（
信
山
社
、
一
九
九
六
）
、
憲

法
訴
訟
研
究
会
Ⅱ
芦
部
信
喜
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
）
所
収
の
判
例
参
照
。

（
９
）
立
法
裁
量
論
を
違
憲
審
査
の
場
面
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
租
税
立
法
や
社
会
保
障
立
法
な
ど
、
と
く
に
立
法

府
の
政
策
的
な
法
形
成
の
余
地
が
広
く
認
め
ら
れ
る
分
野
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
違
憲
審
査
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
「
立
法
裁
量
Ⅱ
合
憲
」

（
４
）
最
高
裁
判
例
に
対
す
る
下
級
審
判
決
の
対
応
を
分
析
し
、
下
級
審
判
決
が
最
高
裁
判
例
か
ら
自
由
に
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
芦
部
信
喜
１
「
憲
法
判
例
の
拘
束
力
と
下
級
審
の
対
応
」
『
人
権
と
憲
法
訴
訟
」
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
一
七
七
頁
以
下
、
判
例
の
拘
束

力
に
関
連
し
て
、
最
高
裁
の
憲
法
判
例
の
拘
束
力
が
「
事
実
上
」
の
も
の
で
あ
っ
て
も
強
力
で
あ
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
樋
口
陽
一
「
判
例

の
拘
束
力
・
考
」
佐
藤
功
古
稀
記
念
『
日
本
国
憲
法
の
理
論
」
（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
）
六
七
五
頁
以
下
、
判
例
変
更
の
黙
示
的
変
更
を
論
じ

た
戸
松
秀
典
「
憲
法
判
例
の
明
示
的
変
更
と
黙
示
的
変
更
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
三
七
号
（
一
九
九
四
）
二
二
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
憲
法
判

例
の
変
更
が
非
明
示
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
最
高
裁
が
判
例
の
形
成
の
際
に
先
例
に
配
慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
。

1

4

申
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い
る
。
二
分
論
に
疑
問
を
も
つ
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
二
分
論
を
放
棄
し
た
判
旨
は
評
価
で
き
る
が
、
し
か
し
、
判
例
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
先

例
と
の
関
係
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
違
憲
審
査
基
準
に
関
す
る
重
要
な
説
示
な
い
し
実
質
的
判
例
変
更

‐
を
小
法
廷
で
行
う
こ
と
に
も
重
大
な
問
題
が
あ
ろ
う
。

（
皿
）
芦
部
信
喜
『
憲
法
〔
新
版
こ
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
一
四
九
頁
。

（
妬
）
目
的
効
果
基
準
の
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
の
明
確
性
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
横
田
耕
一
「
政
教
分
離
を
め

ぐ
る
若
干
の
問
題
」
宗
教
法
一
七
号
（
一
九
九
九
）
一
七
一
頁
以
下
が
あ
る
。
な
お
、
最
高
裁
の
憲
法
判
例
に
補
足
意
見
、
反
対
意
見
が
付

加
さ
れ
る
の
は
、
多
数
意
見
の
意
図
を
相
対
的
に
明
確
化
し
、
判
決
の
射
程
を
明
ら
か
に
し
、
後
の
裁
判
に
解
釈
指
針
を
与
え
る
な
ど
の
点

で
、
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
米
沢
広
一
・
前
出
注
（
２
）
一
九
四
頁
参
照
。

（
妬
）
違
憲
審
査
基
準
な
い
し
判
断
枠
組
み
に
配
慮
し
て
い
る
最
高
裁
の
憲
法
判
例
は
他
に
も
い
く
つ
か
見
い
だ
さ
れ
る
。
検
閲
の
定
義
お
よ

び
検
閲
違
反
の
判
断
方
法
を
示
し
た
税
関
検
査
事
件
（
最
大
判
昭
五
九
・
一
二
・
一
二
民
集
三
八
巻
一
二
号
一
三
○
八
頁
）
、
名
誉
穀
損
言
論

の
事
前
差
止
の
法
理
を
示
し
た
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
（
最
大
判
昭
六
一
・
六
・
二
民
集
四
○
巻
四
号
八
七
二
頁
）
、
立
法
裁
量
を
広
く
認

め
な
が
ら
も
一
応
の
違
憲
判
断
の
基
準
を
つ
く
っ
て
い
る
議
員
定
数
不
均
衡
訴
訟
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
判
例
が
憲
法
問
題
を
避
け
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
奥
平
康
弘
『
憲
法
裁
判
の
可
能
性
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
一
五
五
頁

以
下
は
、
①
名
誉
穀
損
法
制
、
②
私
人
間
効
力
論
、
③
煽
動
罪
の
例
を
挙
げ
て
問
題
点
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

（
皿
）
ま
た
、
人
権
侵
害
が
損
害
賠
償
訴
訟
で
争
わ
れ
る
場
合
に
、
被
侵
害
利
益
が
、
厳
格
な
審
査
を
要
求
す
る
精
神
的
自
由
で
あ
る
か
ど
う

か
は
、
人
権
理
論
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
わ
ら
ず
人
権
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
不
法
行

為
上
の
被
侵
害
利
益
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
、
ひ
い
て
は
ゆ
る
や
か
な
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
違
憲
審
査
の
基
準
論
か

ら
み
て
許
さ
れ
な
い
乖
離
と
な
ろ
う
。

（
里
森
林
法
違
憲
判
決
の
評
価
自
体
か
な
り
分
か
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、
棟
居
快
行
・
憲
法
判
例
百
選
Ｉ
〔
第
三
版
〕
（
一
九
九
四
）
一

九
四
頁
石
川
健
治
「
財
産
権
の
制
限
」
岩
間
Ⅱ
戸
波
編
『
司
法
試
験
シ
リ
ー
ズ
憲
法
Ⅱ
〔
第
三
版
〕
」
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
）
一
八

九
頁
安
念
潤
司
「
共
有
林
の
分
割
制
限
と
財
産
権
の
保
障
」
樋
口
Ⅱ
野
中
編
「
憲
法
の
基
本
判
例
』
前
出
注
五
）
一
二
九
頁
等
参
照
。

Ｅ
）
も
っ
と
も
、
綿
引
万
里
子
調
査
官
は
、
酒
類
販
売
免
許
制
判
決
に
つ
い
て
、
「
当
該
規
制
措
置
の
立
法
目
的
が
、
社
会
政
策
上
の
積
極
的

目
的
に
属
す
る
の
か
、
消
極
的
警
察
目
的
に
属
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
合
憲
性
審
査
基
準
を
「
明
白
の
原
則
」
と
『
厳
格
な
合
理
性
の

基
準
』
と
の
い
ず
れ
か
に
単
純
に
二
分
す
る
と
い
っ
た
思
考
方
法
よ
り
も
、
当
該
規
制
立
法
が
、
ど
こ
ま
で
立
法
事
実
に
踏
込
ん
だ
司
法
判

断
が
な
さ
れ
る
べ
き
分
野
に
属
す
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
立
法
事
実
の
把
握
、
ひ
い
て
は
規
制
措
置
の
必
要
性
と
合
理
性
に
つ
い
て
の
立

法
裁
量
を
ど
の
程
度
尊
重
す
べ
き
分
野
に
属
す
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
」
と
説
き
、
「
本
判
決
は
、
右
の
よ
う
な
見
地

か
ら
、
酒
類
販
売
免
許
制
度
の
立
法
目
的
が
二
分
論
の
い
う
積
極
的
政
策
目
的
と
消
極
的
警
察
目
的
の
い
ず
れ
に
区
分
さ
れ
る
か
と
い
っ
た

観
点
か
ら
規
制
の
必
要
性
と
合
理
性
に
関
す
る
立
法
裁
量
の
適
否
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
基
準
を
導
く
の
で
は
な
」
い
、
と
解
説
し
て
お
り

（
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
四
年
度
」
五
六
九
頁
）
、
本
判
決
が
種
種
目
的
・
消
極
目
的
二
分
論
を
放
棄
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て

（
且
職
業
の
自
由
に
関
す
る
学
説
・
判
例
の
状
況
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
青
柳
幸
一
「
職
業
の
自
由
の
制
限
」
樋
口
Ⅱ
野
中
編
『
憲
法

の
基
本
判
例
〔
第
二
版
こ
一
二
○
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
藤
井
俊
夫
『
経
済
規
制
と
違
憲
審
査
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
六
）
二
五
頁
以
下
が

と
し
て
、

照
。
ま
」

（
、
）
厳
』

九
○
頁
。

示
唆
に
富
む
。

で
は
な
く
、
「
立
法
裁
量
Ⅱ
ゆ
る
や
か
な
審
査
」
と
解
し
、
規
制
立
法
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
違
憲
と
な
る
余
地
を
認

め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
と
く
に
戸
松
秀
典
・
『
立
法
裁
量
論
」
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
二
五
頁
以
下
、
私
見

と
し
て
、
戸
波
「
違
憲
審
査
権
と
立
法
裁
量
論
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
違
憲
審
査
制
の
研
究
」
（
敬
文
堂
一
九
九
三
）
一
三
七
頁
以
下
参

照
。
ま
た
、
最
近
の
研
究
と
し
て
、
安
西
文
雄
「
司
法
審
査
と
立
法
裁
量
論
」
立
教
法
学
四
七
号
（
一
九
九
七
）
一
頁
以
下
参
照
。

型
）
厳
格
な
審
査
基
準
を
明
示
し
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
視
す
る
論
稿
と
し
て
、
小
林
武
・
民
商
法
雑
誌
二
五
巻
六
号
（
一
九
九
七
）
九

１
９
０
■
■
Ｕ
ム
リ
０
■
５
１
０
０
１
６
■
１
０
凸
Ｏ
９
０
０
ｑ
９
Ｔ
■
？
■
‘
■
■
凸
■
巳
■
■
Ⅱ
９
８
６
口

I



『
副
鋤
劃
劃
劃
劃
副
翻
翻
型
産
悪
霊
郁
思
蛎
戯
職
陣
呼
跡
峰
離
霞
鰹
箪
謝
罪
墜
團

I

９
８
■
■
Ｔ
△
６
．
日
。
■
ｑ
ｊ
０
１
Ｄ
９
４
９
守
０
９
．
日
・
口
２
．
１
９
’
四
日
固
△
０
９
１
●
。
９
Ａ
■
ｃ
Ｉ
Ｇ
０
ｆ
Ｂ
５

） 最高裁判所の憲法判例と違憲審査の活性化1227(19 1226五十一巻五号 (18)

議
論
す
る
余
裕
が
な
い
ま
ま
事
件
処
理
に
追
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
現
在
の
最
高
裁
判
所
は
人
的
に
も
訴
訟
上
も

民
刑
事
の
上
告
審
の
任
務
に
重
点
を
置
い
て
い
る
た
め
、
憲
法
事
件
の
終
審
裁
判
所
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
裁
判
官
の
間
で
乏
し
く
ゞ

そ
の
結
果
、
浸
高
裁
判
所
裁
判
官
は
民
刑
事
の
実
務
に
は
精
通
し
て
い
る
が
、
憲
法
事
件
に
は
必
ず
し
も
通
じ
て
い
な
い
、
と
い
う
事

態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
（
里
。

第
二
に
、
裁
判
斫
切
違
憲
審
査
権
の
行
使
を
支
え
る
制
度
的
環
境
の
問
題
が
あ
る
。
現
在
の
事
件
性
を
前
提
と
し
た
付
随
的
違
憲
審

査
制
の
下
で
は
、
憲
法
事
件
の
裁
判
所
へ
の
係
属
の
し
か
た
、
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
事
件
の
選
別
の
難
し
さ
、
憲
法
判
断
の
回
避
、
違

憲
判
決
の
政
治
的
イ
ン
パ
ク
ト
の
忌
避
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
点
で
違
憲
審
査
権
の
行
使
は
障
害
に
ぶ
つ
か
る
（
翌
。
と
く
に
、
日
本
の
裁

判
所
制
度
が
統
一
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
制
の
下
で
州
レ
ベ
ル
で
も
憲
法
裁

判
所
が
設
置
さ
れ
る
ほ
か
、
連
邦
通
常
裁
判
所
・
連
邦
行
政
裁
判
所
な
ど
に
裁
判
権
が
分
か
れ
て
い
る
な
か
で
、
憲
法
裁
判
所
が
憲
法

問
題
を
専
門
的
に
処
理
し
、
通
常
裁
判
所
の
判
決
を
も
対
象
に
違
憲
審
査
権
を
行
使
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
制
度
も

連
邦
制
の
下
で
州
裁
判
所
か
ら
の
裁
量
上
訴
（
サ
ー
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
）
の
制
度
に
よ
っ
て
、
事
実
上
連
邦
最
高
裁
判
所
が
憲
法
裁
判
所
の

役
割
を
果
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
裁
判
制
度
に
は
裁
判
権
の
多
元
性
は
な
く
、
一
元
的
な
裁
判
制
度
の
下
で
、
民
刑
事
を
中

心
と
す
る
事
件
が
す
べ
て
単
一
の
組
織
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
。
そ
こ
で
は
、
判
例
の
下
級
審
へ
の
拘
束
力
と
い
う
点
で
も
司
法
行
政

に
よ
る
人
事
管
理
と
い
う
点
で
も
、
下
級
審
裁
判
所
が
最
高
裁
判
例
に
抗
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
に
は
困
難
が
と
も
な
う
。
ま
た
、
他

方
で
、
複
数
の
裁
判
権
の
間
の
対
立
は
な
く
、
最
高
裁
判
例
は
す
べ
て
の
裁
判
所
の
上
に
君
臨
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
最
高
裁
判
所

は
判
決
の
結
論
に
の
み
留
意
す
れ
は
足
り
、
理
由
づ
け
に
配
慮
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
日
本
の
最
高
裁
判
例
の
質
が
低
位
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
制
度
に
も
起
因
し
よ
う
。

第
三
に
、
違
憲
審
査
制
を
と
り
ま
く
社
会
的
環
境
の
問
題
で
あ
る
。
違
憲
審
査
権
が
有
効
に
行
使
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
憲
法
に
対

最
高
裁
判
例
が
憲
法
判
例
の
形
成
に
力
を
入
れ
ず
、
違
憲
審
査
基
準
・
方
法
の
あ
り
方
に
十
分
配
慮
せ
ず
、
憲
法
問
題
を
回
避
す
る

傾
向
に
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
ま
で
の
大
方
の
最
高
裁
裁
判
官
は
こ
の
よ
う
な
違
憲
審
査
権
の
消
極
的
行
使
を
是
と
し
て
き
た
わ
け

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が
最
大
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
消
極
的
意
識
を
生
み
出
す
原
因
は
何
か
。
ま
ず
考
え

ら
れ
る
の
が
裁
判
官
の
保
守
性
で
あ
り
、
そ
し
て
、
後
述
の
よ
う
に
体
制
維
持
的
な
判
例
も
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
憲
法
問
題
を
忌

避
す
る
態
度
は
、
政
治
的
な
憲
法
問
題
以
外
の
憲
法
事
件
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
裁
判
官
の
保
守
性
の
み
か
ら
壷
局

裁
判
所
の
現
状
を
説
明
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。

最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
を
方
向
づ
け
て
い
る
も
の
に
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
裁
判
官
と
し
て
の
資
質
な
い
し
基
本
態
度
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
伊
藤
正
己
教
授
は
、
①
意
見
の
対
立
よ
り
も
「
和
」
を
重
ん
ず
る
精
神
風
土
が
日
本
に
あ
り
、
政
治
部
門
へ
の
礼

譲
の
意
識
が
あ
る
こ
と
、
②
法
的
安
定
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
長
期
間
続
い
た
事
実
状
態
を
く
つ
が
え
す
こ
と
は
困
難
な
こ

と
、
③
司
法
制
度
上
、
最
高
裁
裁
判
官
が
憲
法
の
裁
判
所
と
い
う
意
識
を
低
く
も
ち
、
違
憲
主
張
を
軽
視
す
る
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
憲

法
解
釈
論
を
粗
雑
で
あ
る
と
み
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
④
大
法
廷
へ
の
回
付
を
避
け
る
た
め
に
合
憲
判
断
を
下
し
が
ち
な
こ
と
、
⑤
「
顔

の
な
い
裁
判
官
」
が
求
め
ら
れ
、
少
数
意
見
が
生
ま
れ
に
く
い
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
を
指
摘
す
る
（
四
）
。
こ
の
伊
藤
教
授
の
指
摘
は
い
ず

れ
も
適
切
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
三
点
を
付
加
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
現
在
の
最
高
裁
判
所
の
負
担
過
剰
の
現
状
で
あ
る
。
園
部
逸
夫
教
授
は
、
戦
前
の
大
審
院
、
行
政
裁
判
所
、
司
法
省
の
任

務
を
統
合
し
、
さ
ら
に
違
憲
審
査
権
を
も
付
与
さ
れ
た
最
高
裁
判
所
が
、
一
五
名
の
裁
判
官
で
こ
れ
ら
の
任
務
を
処
理
す
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（
釦
）
。
現
状
で
は
、
最
高
裁
判
所
は
担
当
す
べ
き
事
件
や
事
務
を
多
く
か
か
え
、
憲
法
判
例
に
つ
い
て
十
分
に

二
最
高
裁
判
例
の
消
極
性
と
そ
の
理
由
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１
最
高
裁
裁
判
官
の
意
識
改
革
な
い
し
選
任
の
問
題

最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
行
使
の
活
性
化
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
最
高
裁
裁
判
官
の
憲
法
裁
判
に
対
す
る
意
識
の
変
革
が
必
要
と

な
る
。
憲
法
判
例
の
形
成
に
関
与
す
る
最
高
裁
裁
判
官
は
、
憲
法
判
例
の
重
要
性
を
認
識
し
、
過
去
の
先
例
に
配
慮
し
、
違
憲
審
査
の

４
ｔ
司
り
１

基
準
・
方
法
の
枠
組
み
を
つ
く
り
、
憲
法
判
例
と
し
て
の
射
程
を
考
え
、
説
得
力
の
あ
る
判
決
文
を
書
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
判
例
の
形
成
の
た
め
の
努
力
は
、
結
局
は
裁
判
官
の
資
質
に
依
存
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
憲

法
裁
判
に
携
わ
る
資
質
を
も
っ
た
人
物
を
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
選
ぶ
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
、
憲
法
感
覚
に
あ
ふ
れ

た
裁
判
官
の
選
任
が
可
能
に
な
れ
ば
、
問
題
は
か
な
り
の
部
分
で
解
決
す
る
。
し
か
し
、
民
刑
事
の
上
告
審
と
し
て
の
任
務
を
重
視
し

て
い
る
最
高
裁
判
所
の
現
状
、
内
閣
と
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
よ
っ
て
実
質
的
に
決
定
さ
れ
る
選
任
人
事
の
実
態
、
裁
判
官
出
身
者

が
多
数
を
占
め
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
構
成
な
ど
を
考
え
る
と
、
豊
か
な
憲
法
感
覚
と
鋭
い
洞
察
力
を
備
え
た
人
物
が
最
高
裁
裁
判

官
に
任
命
さ
れ
る
可
能
性
は
大
き
い
と
は
い
え
な
い
。

２
抽
象
的
違
憲
審
査
制
の
導
入
論
と
そ
の
批
判

最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
の
不
活
性
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
抽
象
的
違
憲
審
査
制
の
導
入
に
好
意
的
な
意
見
が
近
年
有
力
に
唱
え
ら

れ
て
い
る
。
と
く
に
伊
藤
正
己
元
最
高
裁
判
所
裁
判
官
が
最
高
裁
で
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
付
随
的
違
憲
審
査
制
の
欠
陥
を
指
摘
し
つ

つ
、
抽
象
的
違
憲
審
査
制
の
優
位
を
示
唆
し
た
こ
と
が
反
響
を
呼
び
、
抽
象
的
審
査
制
導
入
の
意
見
が
高
ま
っ
た
（
型
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
九
九
四
年
に
読
売
憲
法
改
正
草
案
が
ド
イ
ツ
型
の
抽
象
的
審
査
制
の
導
入
を
唱
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
抽
象
的
違
憲
審
査
制
導
入
に

対
す
る
批
判
な
い
し
疑
問
が
強
く
提
起
さ
れ
た
。
奥
平
教
授
は
、
抽
象
的
審
査
制
導
入
論
に
対
し
て
、
①
別
の
新
し
い
制
度
を
も
っ
て

す
る
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
、
憲
法
が
国
の
基
礎
法
で
あ
る
こ
と
が
国
民
意
識
の
な
か
で
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
政
治
風
土
で
は
、
憲
法
に
好
意
的
で
は
な
い
政
治
勢
力
が
政
権
に
就
い
て
お
り
、
憲
法
は
む

し
ろ
統
合
の
・
ン
ン
ボ
ル
で
は
な
く
、
護
憲
・
改
憲
の
対
立
軸
の
極
に
置
か
れ
て
き
た
。
憲
法
学
の
主
流
は
「
抵
抗
の
憲
法
学
」
と
し
て

政
治
権
力
を
批
判
し
、
そ
の
抵
抗
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
憲
法
が
も
ち
だ
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
が
政
治
・
社
会
の
共
通
の

基
礎
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
欠
け
て
い
る
政
治
風
土
の
下
で
は
、
違
憲
審
査
制
を
活
用
し
て
違
憲
の
国
家
行
為
を

是
正
す
る
判
決
を
裁
判
所
に
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
行
使
の
消
極
性
は
、
憲
法
を
め
ぐ
る
こ
の
よ

う
な
日
本
の
社
会
風
土
に
も
原
因
の
一
端
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
弱
）
。

（
犯
）
近
時
の
民
訴
法
改
正
に
よ
る
上
告
制
限
が
違
憲
審
査
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
と
く
に
笹

田
栄
司
「
上
告
制
限
の
憲
法
的
意
味
」
金
沢
法
学
三
九
巻
一
号
（
一
九
九
七
）
一
七
七
頁
以
下
参
照
。

（
羽
）
日
本
の
憲
法
学
説
の
中
心
は
こ
れ
ま
で
「
護
憲
」
憲
法
学
で
あ
り
、
護
憲
を
保
守
政
治
批
判
の
基
軸
に
据
え
て
き
た
が
、
そ
の
た
め
か

え
っ
て
、
憲
法
を
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
基
礎
に
置
く
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
．

（
蛆
）
伊
藤
正
己
『
裁
判
官
と
学
者
の
間
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
一
一
六
頁
以
下
。
な
お
、
松
井
茂
記
・
前
出
注
（
２
）
〔
憲
法
判
例
〕
一
一

六
七
頁
以
下
、
戸
波
・
前
出
注
（
３
）
二
四
頁
以
下
も
参
照
。

（
別
）
園
部
・
前
出
注
（
２
）
．
〔
最
高
裁
判
所
大
法
廷
〕
一
六
○
頁
、
同
．
公
法
研
究
五
九
号
二
三
一
頁
で
の
発
言
。
ま
た
、
笹
田
・
前
出
注
（
２
）

七
五
頁
以
下
、
同
「
大
沢
報
告
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
」
公
法
研
究
五
九
号
二
○
○
頁
も
同
趣
旨
の
指
摘
を
す
る
。

（
里
最
高
裁
判
所
裁
判
官
は
、
裁
判
官
出
身
者
に
せ
よ
弁
護
士
・
検
事
出
身
者
に
せ
よ
、
憲
法
事
件
に
専
門
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
わ
け
で

は
な
い
。
実
務
経
験
の
長
い
裁
判
官
で
あ
っ
て
も
、
本
格
的
な
憲
法
事
件
を
扱
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
な
お
、
伊
藤
・
前
出

注
（
四
）
一
二
四
頁
を
も
参
照
。

二

三
最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
行
使
の
活
性
化

＝

戸
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議
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
判
例
の
質
が
向
上
す
る
こ
と
が
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
部
門
の
裁
判
官
の
選
任
過
程
で

偏
っ
た
人
事
に
よ
る
保
守
的
な
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
、
政
府
追
随
型
の
合
憲
判
決
を
下
す
と
い
う
事
態
も
予
想
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
輝
憲
法
事
件
に
特
化
し
た
裁
判
所
で
は
、
裁
判
官
の
選
任
に
際
し
て
、
候
補
者
が
憲
法
事
件
を
担
当
す
る
だ
け
の
資
質
・

能
力
を
も
つ
か
否
か
が
任
命
に
あ
た
っ
て
の
重
要
な
判
定
要
素
と
な
ろ
う
し
、
ま
た
、
憲
法
部
の
下
し
た
判
決
に
対
し
て
は
、
世
論
の

関
心
と
批
判
が
と
く
に
強
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
憲
法
部
の
創
設
は
、
憲
法
判
例
の
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

１

②
憲
法
裁
判
所
が
政
府
行
為
の
追
認
に
終
始
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
も
ま
た
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
蓮
。
そ
し
て
、

殉
職
自
衛
官
合
祀
事
件
判
決
（
最
大
判
昭
六
三
・
六
・
一
民
集
四
二
巻
五
号
二
七
七
頁
）
の
よ
う
に
強
引
な
論
理
に
よ
っ
て
違
憲
主
張
を
排

除
し
た
り
、
朝
日
訴
訟
事
件
判
決
（
最
大
判
昭
四
二
・
五
・
二
四
民
集
一
二
巻
五
号
一
○
四
三
頁
）
の
よ
、
フ
に
「
念
の
た
め
」
と
し
て
不
必

要
な
憲
法
判
断
に
よ
っ
て
厚
生
大
臣
の
生
活
保
護
基
準
の
決
定
を
是
認
し
た
り
、
全
農
林
警
職
法
事
件
判
決
（
最
大
判
昭
四
八
・
四
・
二

五
刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
）
お
よ
び
猿
払
事
件
判
決
（
最
大
判
昭
四
九
・
三
・
六
刑
集
二
八
巻
九
号
三
九
三
頁
）
の
よ
う
に
先
例
や
下

級
審
判
決
の
流
れ
に
抗
し
て
政
府
の
公
務
員
政
策
を
維
持
し
た
り
す
る
判
決
を
見
る
か
ぎ
り
、
最
高
裁
判
所
の
保
守
的
姿
勢
に
よ
る
積

極
的
な
政
府
支
援
の
態
度
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

第
一
に
、
こ
れ
ら
の
政
府
追
認
型
の
色
彩
が
濃
く
表
れ
て
い
る
判
決
は
、
一
九
九
○
年
代
ま
で
の
自
民
党
政
権
下
で
の
政
治
対
立
を

背
景
に
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
の
構
図
が
崩
壊
し
、
政
権
の
流
動
化
が
生
じ
て
い
る
現
在
、
最
高
裁
判
所
は
よ
り

実
質
的
に
憲
法
問
題
を
審
理
判
断
す
べ
き
地
位
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
に
対
す
る
尊
重
と
、
政
治
に
対

す
る
批
判
的
な
監
視
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
保
革
対
立
か
ら
政
治
の
流
動
化
が
進
み
、
官
僚
支
配
の
政
治
か
ら
の
脱
却
が
叫
ば
れ
、

制
度
改
革
が
推
進
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
現
在
の
政
治
状
況
の
下
で
は
、
単
に
政
府
追
随
型
の
判
決
を
下
す
の
で
は
な
く
、
実
質
的
に
違

憲
審
査
権
を
行
使
す
べ
き
社
会
的
素
地
が
で
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（
翌
。

①
た
し
か
に
、
制
度
を
代
え
れ
ば
直
ち
に
う
ま
く
ゆ
く
わ
け
で
は
な
く
、
制
度
を
支
え
て
い
る
土
壌
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
違
憲
審
査
制
が
陰
路
に
陥
っ
て
お
り
、

そ
の
障
害
の
大
き
な
原
因
が
付
随
的
審
査
制
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
制
度
の
見
直
し
は
必
須
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
制
度
比
較
の
結

果
と
し
て
抽
象
的
審
査
制
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
が
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
消
極
的
な
原
因
の
一
つ
に
、
現
在
の
最
高
裁
判
所
が
民
刑
事
の
上
告
審
裁
判
所
と
し
て
の
役

割
を
重
視
す
る
な
か
で
の
負
担
過
重
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
憲
法
裁
判
所
へ
と
重
心
を

移
し
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
最
高
裁
判
所
の
一
部
を
憲
法
問
題
を
専
門
的
に
扱
う
部
門
へ
と
特
化
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
事

件
の
解
決
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
は
、
一
六
名
の
裁
判
官
の
う
ち
常

に
四
五
名
の
憲
法
学
者
が
席
を
占
め
て
判
決
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
ま
た
、
憲
法
事
件
の
み
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ

て
綿
密
な
憲
法
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
憲
法
事
件
を
扱
う
部
門
を
設
け
る
な
ら
ば
憲
法
事
件
を
専
門
的
に
審

う
こ
と
に
す
る
。

く
れ
ば
す
べ
て
う
ま
く
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
②
抽
象
的
審
査
に
よ
っ
て
、
と
く
に
憲
法
裁
判
の
迅
速
化
・
積
極
化
に
よ

っ
て
か
え
っ
て
政
府
の
行
為
が
追
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
③
市
民
の
憲
法
感
覚
に
根
ざ
し
た
具
体
的
な
係
争
事
件
か
ら
司
法
審
査
が

は
じ
ま
る
と
い
う
制
度
は
む
し
ろ
市
民
参
加
に
適
合
的
で
あ
る
、
な
ど
を
指
摘
す
る
（
弱
）
。

抽
象
的
違
憲
審
査
制
の
導
入
に
は
憲
法
改
正
が
必
要
と
一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
憲
法
改
正
が
具
体
的
な
日
程
に
の
ぼ
る
に

は
至
っ
て
い
な
い
現
段
階
で
、
抽
象
的
審
査
制
の
当
否
を
論
ず
る
実
益
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
付
随
的
審
査

制
の
問
題
点
を
解
明
し
、
違
憲
審
査
の
活
性
化
に
向
け
て
制
度
改
革
を
図
る
た
め
に
は
、
抽
象
的
審
査
制
の
是
非
に
関
す
る
議
論
は
有

益
な
示
唆
を
提
供
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
抽
象
的
審
査
制
に
対
す
る
付
随
的
審
査
制
説
か
ら
の
批
判
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
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性
の
審
査
権
を
原
則
と
し
て
も
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
問
題
は
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
行
使
の
場
面
を
、
個
人
の
出
訴
な
い
し
違
憲
主
張
の
提
起
が
な
さ
れ
た
場
合
に
の
み

審
査
で
き
る
を
い
う
よ
う
に
限
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
で
は
、
裁
判
所
が
憲
法
問
題
を
審
理
判
断
を
し
や

す
く
す
る
た
め
の
工
夫
が
あ
っ
て
よ
い
し
、
そ
の
た
め
に
付
随
的
審
査
制
の
枠
を
超
え
た
手
続
や
審
理
方
式
が
考
案
さ
れ
て
よ
い
と
解

さ
れ
る
。
ひ
い
て
は
、
抽
象
的
違
憲
審
査
制
に
よ
っ
て
、
審
査
機
関
を
憲
法
問
題
を
専
門
に
錘
フ
裁
判
所
に
特
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、

憲
法
問
題
の
審
理
瓠
断
を
専
門
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
は
、
違
憲
審
査
の
実
質
化
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
付
随
的
審

査
制
と
抽
象
的
審
査
制
に
つ
い
て
各
国
の
制
度
を
比
較
す
れ
ば
、
抽
象
的
審
査
制
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
判
断
さ
れ
よ
う
。

付
随
的
審
査
制
を
支
持
す
る
論
者
は
、
権
利
の
救
済
を
求
め
る
当
事
者
の
主
張
に
基
づ
い
て
争
訟
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度

で
違
憲
審
査
を
行
う
と
い
う
限
定
が
、
適
切
な
憲
法
判
断
の
場
の
確
保
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
と
主
張
す
る
詞
）
。
し
か
し
、
付
随
的
審

査
制
を
前
提
と
し
た
場
合
で
も
、
違
憲
審
査
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
事
件
性
を
要
件
と
す
る
「
司
法
」
権
の
枠
に
と
ら
わ

れ
ず
に
、
「
違
憲
審
査
」
の
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
司
法
権
と
違
憲
審
査
権
と
の

関
係
な
い
し
区
別
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
「
司
法
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
事
件
性
を
本
質
と
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
通
説
は
、

司
法
が
伝
統
的
に
事
件
・
争
訟
を
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
作
用
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
事
件
性
の
要
件
が
司
法
の
不
可
欠
の
内
容

を
な
す
と
す
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
佐
藤
幸
治
教
授
は
、
法
原
理
部
門
と
し
て
の
裁
判
所
を
前
提
に
、
「
具
体
的
紛
争
の
当
事
者
が
そ

れ
ぞ
れ
自
己
の
権
利
・
義
務
を
め
ぐ
っ
て
理
を
つ
く
し
て
真
剣
に
争
う
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
公
平
な
裁
判
所
が
そ
れ
に
依
拠
し
て

行
な
う
法
原
理
的
決
定
に
当
事
者
が
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
構
造
」
こ
そ
が
司
法
権
の
内
実
を
な
す
と
さ
れ
る
３
。
こ
れ
に
対
し
て
、
高

橋
和
之
教
授
は
、
近
年
、
事
件
性
を
司
法
の
内
容
と
せ
ず
、
「
適
法
な
提
訴
を
待
っ
て
、
法
律
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
争
い
を
、
適
切

⑧
付
随
的
審
査
制
で
は
、
具
体
的
な
事
件
に
関
し
て
当
事
者
の
主
張
に
基
づ
い
て
審
査
が
な
さ
れ
る
の
で
、
抽
象
的
審
査
制
よ
り

も
む
し
ろ
事
案
に
即
し
た
適
切
な
解
決
が
得
ら
れ
る
と
い
う
主
張
も
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
鯛
）
。

違
憲
審
査
に
お
け
る
個
人
提
訴
権
は
、
基
本
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
違
憲
審
査
権
の
発
動
を
議
員
や
政
府
の
み
に
留
保

す
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
重
要
な
憲
法
問
題
が
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
機
会
が
増
え
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
、
個

人
の
権
利
救
済
や
個
人
の
違
憲
王
張
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
な
い
し
人
権
保
障
の
実
現
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
憲
法
訴
訟
に
お
け
る
個
人
提
訴
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、
権
利
保
護
の
任
務
を
負
っ
た
裁
判
所
は
適
用
法
令
の
合
憲

要
で
も
あ
る
。

第
二
に
、
政
府
追
認
型
の
最
高
裁
判
例
を
批
判
す
る
あ
ま
り
に
、
最
高
裁
判
所
が
違
憲
審
査
権
の
行
使
を
抑
制
す
る
こ
と
を
積
極
的

に
評
価
す
る
見
解
（
詔
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
。
最
高
裁
判
所
の
政
府
追
認
型
の
判
決
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
な
・
の
は
、

あ
く
ま
で
も
そ
の
強
引
な
論
理
と
政
府
寄
り
の
結
論
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
判
断
を
下
す
こ
と
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

「
念
の
た
め
」
判
決
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
事
件
と
の
関
係
や
憲
法
解
釈
の
必
要
性
な
ど
に
照
ら
し
て
是
認
さ
れ
る
べ
き
場
合
は
あ
り
う

る
。
判
決
の
結
論
が
政
府
寄
り
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
違
憲
審
査
権
の
行
使
を
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
政
治
論
で
あ
っ

て
、
違
憲
審
査
の
あ
り
方
に
関
す
る
解
釈
理
論
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
積
極
的
・
迅
速
な
憲
法
判
断
は
原
理
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
、
違
憲
審
査
制
を
実
効
的
に
行
使
す
る
う

え
で
は
基
本
的
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
の
遅
延
は
、
人
権
問
題
で
は
権
利
救
済
を
遅
ら
せ
ひ
い
て
は
訴
え
の
利
益
の
消
滅
を

招
き
か
ね
な
い
し
、
ま
た
、
国
の
違
憲
行
為
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
て
い
る
訴
訟
で
は
違
憲
行
為
の
放
任
に
よ
っ
て
既
成
事
実
が
積
み
重

ね
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
こ
で
も
、
政
府
追
随
型
の
合
憲
判
決
を
危
倶
し
て
迅
速
な
憲
法
判
断
を
消
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、

理
論
的
に
は
同
意
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
合
憲
判
決
で
あ
っ
て
も
判
決
は
迅
速
に
下
さ
れ
る
こ
と
が
好
ま
し
く
、
ま
た
必
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側
当
事
堵
が
真
剣
に
訴
訟
で
争
う
と
い
う
点
が
付
随
的
審
査
制
の
長
所
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
必
ず
し
も
絶
対
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
、
憲
法
問
題
を
当
事
者
が
真
剣
に
争
う
と
い
う
点
で
は
、
住
民
訴
訟
や
選
挙
訴
訟
の
よ
う
な
客
観
訴
訟
で
国
の
行
為
の
違
憲
性
を

争
う
提
訴
者
も
人
後
に
落
ち
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
争
訟
事
件
で
当
事
者
が
違
憲
を
主
張
す
る
場
合
で
も
、
当
事
者
が

違
憲
主
張
を
熱
心
侭
行
わ
な
い
場
合
や
、
当
事
者
な
い
し
弁
護
人
の
違
憲
主
張
が
稚
拙
で
あ
る
場
合
に
は
、
憲
法
上
の
争
点
の
解
明
が

深
ま
ら
ず
、
し
か
も
裁
判
所
は
未
熟
な
議
論
に
基
づ
い
て
合
憲
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
る
（
翌
。
ま
た
、
実
際
の
訴
訟
で
真
剣
な
憲
法
論

を
戦
わ
す
の
は
訴
訟
当
事
者
と
い
う
よ
り
も
、
弁
護
士
・
学
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
支
援
団
体
な
の
で
あ
っ
て
、
訴
訟
当
事
者
は
必
ず

し
も
訴
訟
の
前
面
に
出
て
自
ら
主
張
（
と
く
に
憲
法
上
の
異
議
申
立
）
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
３
。
さ
ら
に
ま
た
、
憲
法
問
題
が
訴
訟
で

争
わ
れ
る
場
合
で
も
、
通
常
、
当
事
者
を
超
え
た
利
害
関
係
人
が
お
り
、
さ
ら
に
は
訴
訟
の
帰
趨
に
間
接
的
な
関
係
を
も
つ
か
、
あ
る

い
は
事
件
に
注
目
し
て
い
る
市
民
が
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
憲
法
問
題
の
審
理
に
お
い
て
も
、
当
事
者
間
の
議
論
に
の
み
委
ね
る

の
で
は
な
く
、
広
く
関
係
者
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
が
き
わ
め
て
有
用
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
教
科
書
検
定
違
憲
訴
訟
は
、
本

来
は
検
定
不
合
格
処
分
を
受
け
た
家
永
三
郎
教
授
が
教
科
書
執
筆
に
関
す
る
表
現
の
自
由
の
侵
害
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

教
科
書
検
定
制
度
な
い
し
そ
の
運
用
の
合
憲
性
は
、
直
接
の
当
事
者
で
あ
る
文
部
省
と
家
永
氏
と
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
教
師
．

校
長
・
教
育
委
員
会
な
ど
の
教
育
関
係
者
、
親
・
子
ど
も
な
ど
の
教
育
の
受
け
手
、
教
科
書
出
版
社
、
ひ
い
て
は
広
く
教
育
に
関
心
を

も
つ
市
民
、
国
民
一
般
に
関
連
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
事
件
性
を
前
提
と
す
る
司
法
権
の
な
か
で
の
み
論
ず
る
こ
と
は
、
現
実

も
つ
市
民
、
国
［

と
み
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
う
て
、
憲
法
上
の
争
点
の
審
理
は
訴
訟
的
に
当
事
者
の
範
囲
を
超
え
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

に
適
合
し
な
い
。

な
手
続
の
下
に
、
終
局
的
に
裁
定
す
る
作
用
」
と
説
い
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
（
犯
）
。
司
法
の
観
念
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
ず
る
余
裕
は
な

く
、
別
稿
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
司
法
権
が
事
件
性
の
枠
を
超
え
る
こ
と
を
認
め
る
高
橋
教
授
の
見
解
は
重
要
な
指
摘
を

含
む
。
通
説
は
司
法
権
と
事
件
性
と
の
結
び
つ
き
を
過
度
に
重
視
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
司
法
権
の
範
囲
を
不
当
に
限

定
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
事
件
性
が
司
法
権
の
本
質
的
内
容
を
な
す
と
し
・
て
も
、
事
件
性
の
要
件
を
充
た

さ
な
い
法
的
争
い
を
裁
判
所
に
審
理
さ
せ
る
こ
と
は
広
く
許
容
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
違
憲
審
査
の
観
念
は
、
事
件
性
を
内
実
と
す
る
司
法
権
の
観
念
と
は
切
り
離
し
て
把
握
で
き
る
し
、
ま
た
、
す
べ
き
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
陸
型
の
抽
象
的
違
憲
審
査
制
が
事
件
性
と
無
関
係
に
憲
法
問
題
を
審
理
判
断
し
て
い
る

こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
自
衛
隊
の
合
憲
性
や
靖
国
神
社
へ
の
閣
僚
の
公
式
参
拝
の
合
憲
性
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
議
さ
れ
な
が

ら
も
、
具
体
的
な
事
件
が
な
い
た
め
に
裁
判
所
で
審
査
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
も
ま
た
、
憲
法
問
題
が
具
体
的
紛
争
と
切
り
離
さ
れ
て

独
自
に
存
在
し
う
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
目
一
〈
体
的
な
訴
訟
に
お
い
て
さ
え
、
事
件
性
を
前
提
と
す
る
司
法
権
と
法
令
の
合
憲
性
の
審
査
を
行
う
違
憲
審
査
と
を
区
別

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
通
常
の
訴
訟
で
違
憲
審
査
が
な
さ
れ
る
場
合
に
、
事
件
に
お
け
る
当
事
者
は
、
一
般
に
、

自
己
の
権
利
の
救
済
を
求
め
て
適
用
法
令
な
い
し
処
分
の
違
憲
性
を
主
張
し
、
そ
し
て
、
そ
の
違
憲
王
張
は
当
事
者
に
と
っ
て
自
己
の

権
利
主
張
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
主
張
さ
れ
た
違
憲
性
の
問
題
自
体
は
、
当
事
者
本
人
を
超
え
て
一
般
的
な
問
題
と
な

り
う
る
。
た
と
え
ば
、
無
許
可
集
会
を
行
っ
て
公
安
条
例
違
反
で
起
訴
さ
れ
た
当
事
者
が
公
安
条
例
の
違
憲
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
、

当
事
者
本
人
に
と
っ
て
は
処
罰
を
免
れ
る
た
め
に
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
公
安
条
例
の
合
憲
性
の
問
題
そ
れ
自
体
は
当
事
者
を
超
え

て
一
般
的
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
に
は
集
団
行
動
を
行
お
う
と
す
る
他
の
人
々
や
各
地
の
公
安
委
員
会
な
ど
の
個
人
や
団

体
が
広
く
関
係
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
通
常
の
訴
訟
に
お
い
て
も
、
憲
法
上
の
争
点
そ
れ
自
体
は
具
体
的
な
事
件
と
は
別
に
存
在
す
る

こ
と
も
あ
る
。

通
常
の
訴
訟
事
件
で
の
違
憲
審
査
に
お
い
て
、
当
該
事
件
と
憲
法
問
題
と
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
当

ａ

一

｡

’

ｈ
ｈ
Ｌ
Ｆ
脾
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｈ
い
■
ｒ
Ｆ
Ｉ
ｈ
残
口
胎
時
Ｉ
い
Ⅱ
催
陥
■
Ｆ
い
い
も
口
０
１

’

4
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日
本
の
違
憲
審
査
制
に
お
い
て
も
、
国
家
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
が
よ
り
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
と
く

に
一
九
九
○
年
代
以
降
の
政
治
の
流
れ
の
な
か
で
、
エ
イ
ズ
薬
害
問
題
、
厚
生
省
汚
職
問
題
、
金
融
破
綻
と
大
蔵
省
の
監
督
問
題
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
の
政
治
問
題
が
生
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
裁
判
所
の
関
わ
り
は
重
要
で
あ
る
し
、
実
際
に
も
、
民
刑
事
事
件
に
お
い

て
裁
判
所
は
汚
職
事
件
に
有
罪
判
決
を
下
し
、
薬
害
訴
訟
・
公
害
訴
訟
で
国
の
責
任
を
認
め
る
な
ど
、
国
の
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

任
務
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
違
憲
審
査
と
の
関
係
で
も
、
裁
判
所
は
同
様
の
役
割
を
よ
り
積
極
的
に
果
た
す
べ
・
き
で
あ
ろ
う
。
戦

後
補
償
裁
判
は
政
治
に
対
す
る
批
判
と
な
り
う
る
し
、
ま
た
、
愛
媛
玉
串
料
違
憲
判
決
（
最
大
判
平
九
・
四
一
罠
集
五
一
巻
四
号
ニ
ハ
七

三
頁
）
の
の
ち
も
政
教
分
離
裁
判
は
な
お
重
要
で
あ
る
（
翌
。

該
事
件
の
当
事
者
と
憲
法
問
題
の
当
事
者
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
も
示
唆
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
森

林
法
違
憲
判
決
（
最
大
判
昭
六
二
・
四
・
二
二
民
集
四
一
巻
三
号
四
○
八
頁
）
や
非
嫡
出
子
法
定
相
続
分
差
別
事
件
（
最
大
判
平
七
・
七
・
五

民
集
四
九
巻
七
号
一
七
八
九
頁
）
の
よ
う
に
、
民
事
事
件
で
私
人
問
の
争
い
の
過
程
で
法
律
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
る
場
合
に
顕
著
に
現

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
当
事
者
の
一
方
の
違
憲
の
、
王
張
に
対
し
て
、
も
う
一
方
の
当
事
者
た
る
私
人
が
法
律
が
合
憲
で
あ
る

こ
と
を
主
張
・
立
証
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
奇
妙
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
律
の
合
憲
性
の
弁
護
の
あ
り
方
と
し

て
適
切
と
は
い
え
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
法
律
の
合
憲
性
を
本
来
弁
護
す
べ
き
国
が
当
事
者
と
し
て
訴
訟
に
関
与
し
な
い
ま
ま
で
法
律

の
合
憲
性
が
審
理
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
矛
盾
と
い
え
よ
う
（
蓮
。

以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
付
随
的
審
査
制
に
お
け
る
事
件
性
の
要
件
は
、
違
憲
審
査
権
行
使
の
き
っ
か
け
に
す
ぎ
ず
、
抽

象
的
な
違
憲
審
査
を
求
め
る
請
求
を
限
定
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
み
る
こ
と
さ
え
で
き
よ
う
（
妬
）
。

⑤
現
在
の
違
憲
審
査
制
に
お
い
て
も
国
家
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
付
随
的
審
査
制
に
お

い
て
は
、
国
民
の
権
利
保
護
が
主
要
な
目
的
と
さ
れ
、
事
件
性
の
要
件
の
下
で
権
利
の
救
済
を
求
め
て
き
た
当
事
者
に
対
し
て
憲
法
上

の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
、
諸
外
国
の
違
憲
審
査
制
を
み
る
と
、
そ
の
政
治
的
・
社
会
的
機
能
の
点

で
、
人
権
保
障
と
と
も
に
国
家
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
域
外
へ
の
連
邦
軍
の
派
遣
（
画
く
の
吋
扇
国
宕
》
画
麗
皀
麗
）
）
、
政
党
助
成
違
憲
判
決
（
画
く
の
『
扇
画
謡
》
画
震
皀
謁
）
）
な
ど
で
、

政
治
部
門
に
対
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
に
は
抽
象
的
違
憲
審
査
制
と
い
う
ド
イ
ツ
的
特
質
の
ゆ

え
の
判
決
も
少
な
く
な
い
が
、
他
方
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
人
種
差
別
問
題
（
即
○
言
ご
く
、
国
８
ａ
ｏ
吊
團
ｐ
ｏ
農
。
ご
ゞ
四
ｓ
ロ
．
の
．
盆
函
（
ご
農
）
）
、

選
挙
運
動
の
自
由
（
冒
。
江
昌
ぐ
．
く
画
一
の
○
』
念
《
ロ
．
の
．
』
皀
薗
）
）
な
ど
多
く
の
事
件
で
、
量
局
裁
判
所
は
連
邦
・
州
政
府
の
行
為
を
批
判

的
に
審
査
し
て
い
る
。

（
妬
）
た
と
え
ば
、
読
売
憲
法
改
正
試
案
に
対
し
て
、
水
島
ほ
か
「
読
売
憲
法
改
正
試
案
の
ね
ら
い
は
（
緊
急
企
画
）
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
八
一

号
（
一
九
九
五
）
九
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
小
林
武
・
前
出
注
（
２
）
〔
違
憲
審
査
の
五
○
年
〕
六
頁
参
照
。

（
”
）
最
近
の
最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
の
積
極
化
傾
向
（
前
出
注
（
１
）
参
照
）
も
こ
の
よ
う
な
脈
絡
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
翌
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
樋
口
陽
一
。
違
憲
審
査
革
命
』
と
日
本
」
樋
口
Ⅱ
山
内
Ⅱ
辻
村
「
憲
法
判
例
を
読
み
な
お
す
』
（
日
本
評
論

社
、
一
九
九
四
）
七
頁
が
あ
る
。
政
府
追
随
型
の
判
決
を
理
由
に
抽
象
的
審
査
制
の
危
険
性
を
説
く
議
論
は
と
く
に
憲
法
九
条
の
審
査
に
関

（
型
）
・
伊
藤
正
己
・
前
出
注
（
四
）
一
三
七
頁
、
抽
象
的
違
憲
審
査
制
の
導
入
論
に
つ
い
て
は
、
戸
波
・
前
出
注
（
３
）
一
二
三
頁
参
照
。

（
翌
奥
平
康
弘
・
前
出
注
（
迎
三
頁
以
下
。
ま
た
、
抽
象
的
違
憲
審
査
制
の
導
入
論
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
、
そ
れ
を
総
合
的
に
批
判

す
る
論
稿
と
し
て
、
小
林
武
・
前
出
注
（
２
）
〔
五
○
年
の
軌
跡
㈲
〕
五
六
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
芦
部
教
授
も
日
本
で
の
抽
象
的
審
査
制
の

導
入
に
反
対
さ
れ
る
（
芦
部
・
前
出
注
（
２
）
二
五
八
頁
）
。
他
方
、
抽
象
的
違
憲
審
査
制
の
制
度
お
よ
び
付
随
的
審
査
制
の
下
で
の
運
用

の
可
能
性
に
つ
い
て
肯
定
的
に
分
析
す
る
論
稿
と
し
て
、
佐
々
木
雅
寿
『
現
代
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
の
性
格
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
）
、

と
く
に
一
七
七
頁
以
下
参
照
。

&

Ｉ
ワ
凸
も
ざ
画
■
Ｌ
Ｐ

号
厚
７
０
口
▼
８
台
Ｐ
■
＄
。恥
瞳
騨
・
順
鯏
課
溌
瑚
弦
留
泌
印
閉
馳
腓
胤
瞬
靴
瞬
亀
数
剰
帥
斗
乢
生
唾
瞬
睡
，
硝
叫
眼
蝿
岻
、
恥
淵
蜘
投
恥
松
塘
恥
塞
郵
仏
糊
掴
咽
誘
艇
怖
赫
黙
輔
踊
賦
烈
摺
叩
馴
田
引
酬
ｆ
制
馴
引

。

鋸
刺
膿
割
郡
謝
踊
油
齢
服
雨
白
郵
剛
際
貼
圏
月
脚
幽
切
醗
陶
炊
賦
蛎
即
職
髄
鞭
噂
劇
罰
剰
銅
覗
嗣
咽
馴
個
淵
、
噸
姻
捌
畑
麹
燗
畑
酒
細
四
羽
測
制
柵
罰
胴
砠
調

ﾛ

，
■
ト
ー
Ｉ
Ｆ
ｆ
ｌ
Ｉ
ｈ
Ｌ
Ｐ
‘
Ｂ
Ｌ
Ｆ
０
ｐ
■
’
８
１
日
■
■
ｂ

１
１
１
１
１
１
１
卜
Ｉ
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３
最
高
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
審
査
の
活
性
化
の
た
め
の
方
策

抽
象
的
違
憲
審
査
制
の
導
入
の
是
非
は
な
お
理
論
的
に
検
討
す
る
と
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
現
行
憲
法
の
枠
内
で
可
能
な
か
ぎ
り
最

高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
の
活
性
化
の
方
途
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
翌
。
そ
の
際
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
事
件
性
を
要
件
と

す
る
付
随
的
審
査
制
と
い
う
枠
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
少
な
く
と
も
憲
法
事
件
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
憲
法

（
聖
と
く
に
、
付
随
的
審
査
制
と
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
の
関
連
を
重
視
す
る
土
井
真
一
・
前
出
注
（
２
）
〔
法
の
支
配
〕
一
二
一
頁
以
下
は
、

付
随
的
審
査
制
が
権
利
保
障
に
仕
え
る
こ
と
、
具
体
的
事
実
に
基
づ
く
経
験
的
判
断
を
重
視
す
る
事
後
的
審
査
の
制
度
が
観
念
的
な
憲
法
解

釈
に
陥
ら
な
い
た
め
に
有
用
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
付
随
的
審
査
制
の
正
当
性
を
説
く
。

（
鋤
）
市
川
正
人
・
前
出
注
（
２
）
三
一
・
八
頁
。

（
型
佐
藤
幸
治
「
憲
法
〔
第
三
版
〕
」
（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
）
二
九
五
頁
。

（
翌
高
橋
和
之
「
司
法
権
の
観
念
」
樋
口
編
「
講
座
・
憲
法
学
６
権
力
の
分
立
［
２
］
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
）
一
三
頁
以
下
。

（
翌
民
事
で
本
人
訴
訟
で
争
う
場
合
に
、
憲
法
上
の
争
点
が
確
定
さ
れ
ず
、
十
分
な
論
議
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
男
子
中
学
の
丸
刈
り
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
表
現
の
自
由
や
平
等
違
反
が
主
張
さ
れ
た
丸
刈
り
訴
訟
（
熊
本
地
判
昭
六
○
・
二
・

一
三
行
集
三
六
巻
二
・
一
二
号
一
八
七
五
頁
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。

詞
）
当
事
者
の
訴
訟
上
の
権
利
王
張
・
権
利
救
済
と
実
際
上
の
当
事
者
の
社
会
的
地
位
と
の
落
差
に
つ
い
て
、
野
中
Ⅱ
江
橋
Ⅱ
浦
部
Ⅱ
戸
波

『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
憲
法
裁
判
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
一
）
二
九
八
頁
以
下
〔
江
橋
執
筆
〕
参
照
。

弱
）
戸
波
「
国
の
関
与
し
な
い
違
憲
判
決
？
」
法
学
教
室
ニ
ハ
六
号
（
一
九
九
四
）
五
九
頁
以
下
参
照
。

禿
）
付
随
的
な
違
憲
審
査
の
方
法
が
憲
法
問
題
の
解
明
に
と
っ
て
万
能
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
判
所
の
違
憲
判
決
を
み
て

も
明
ら
か
に
な
る
。
当
事
者
が
憲
法
上
の
権
利
侵
害
を
争
っ
て
勝
訴
し
た
例
と
し
て
は
、
刑
事
事
件
で
あ
る
尊
属
殺
違
憲
判
決
を
除
け
ば
、

薬
事
法
涯
離
制
限
違
憲
判
決
の
み
で
あ
る
。
議
員
定
数
不
均
衡
に
関
す
る
二
つ
の
違
憲
判
決
は
選
挙
訴
訟
で
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
は
住
民
訴

訟
で
そ
れ
ぞ
れ
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
件
性
の
要
件
を
必
要
と
し
な
い
客
観
訴
訟
で
違
憲
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
三
者
所

有
物
没
収
違
憲
判
決
（
最
大
判
昭
三
七
・
三
・
二
八
刑
集
一
六
巻
二
号
一
五
九
三
頁
）
は
、
ま
さ
に
当
事
者
以
外
の
第
三
者
の
憲
法
上

の
権
利
侵
害
が
違
憲
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
純
粋
な
付
随
的
審
査
の
枠
を
超
え
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
森
林
法
違
憲
判
決
は
、
共
有
林

の
分
割
を
め
ぐ
っ
て
兄
弟
が
訴
訟
で
争
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
森
林
法
一
八
六
条
の
合
憲
性
が
兄
弟
の
当
事
者
の
弁
論
に
よ
っ
て

審
理
判
断
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
付
随
的
審
査
制
の
論
理
で
は
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
法
律
の
違
憲
性
の
審
査
と
し
て
は
な
は
だ
奇
妙

で
あ
る
。
実
際
に
は
、
「
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
」
四
条
に
基
づ
い
て
法
務
大
臣
が

意
見
を
述
べ
、
森
林
法
一
八
六
条
が
合
憲
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
以
上
の
例
を
み
る
と
、
「
当
事
者
」
が
相
互
に
権
利
を
主
張
し
あ
う
と

い
う
司
法
の
観
念
を
前
提
と
す
る
付
随
的
審
査
制
が
、
違
憲
審
査
の
論
理
を
包
括
し
き
れ
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

（
訂
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
外
国
人
登
録
法
上
の
指
紋
押
捺
義
務
に
つ
い
て
判
例
が
一
貫
し
て
合
憲
と
し
、
行
政
実
務
を
支
援
し
た
こ
と
は
、

結
果
的
に
政
治
決
着
で
義
務
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
問
題
を
残
し
た
。
ま
た
、
非
嫡
出
子
相
続
分
差
別
判
決
で
も
、
非
嫡
出

子
差
別
を
違
憲
と
す
る
外
国
の
判
例
傾
向
や
そ
の
後
の
法
改
正
の
停
滞
に
照
ら
せ
ば
、
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。

誤
解
し
た
見
解
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
最
高
裁
判
所
が
自
衛
隊
に
対
し
て
積
極
的
に
合
憲
判
断
を
下
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ

し
て
、
最
高
裁
判
所
が
自
衛
隊
の
合
憲
性
に
対
し
て
ま
だ
判
断
を
下
し
て
い
な
い
こ
と
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
衛
隊

の
合
憲
性
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
が
合
憲
性
の
判
断
を
下
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
是
と
す
る
こ
と
は
、
違
憲
審
査
制
に
対
す
る
評
価
と

し
て
妥
当
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
．
自
衛
隊
の
合
憲
性
に
つ
い
て
統
治
行
為
論
に
よ
っ
て
政
治
の
問
題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、

自
衛
隊
の
憲
法
判
断
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
は
適
切
な
違
憲
審
査
の
あ
り
方
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
裁
判
所
と
し
て
は
憲
法
九
条

の
規
範
性
を
認
め
て
積
極
的
に
自
衛
隊
の
合
憲
性
に
つ
い
て
審
査
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
自
衛
隊
の
合
憲
性
と
の
関
係
で
最
高
裁
判
所
が
政

府
追
随
型
判
決
を
下
さ
な
い
こ
と
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
最
高
裁
判
所
の
保
守
的
現
状
に
引
き
ず
ら
れ
、
違
憲
審
査
制
の
本
来
の
あ
り
方
を
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総
じ
て
、
違
憲
審
査
制
の
機
能
を
高
め
る
た
め
に
は
、
立
法
に
よ
る
憲
法
訴
訟
の
整
備
が
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。
違
憲
審
査
の
た

め
の
特
別
法
を
も
た
ず
、
憲
法
七
六
条
と
八
一
条
の
解
釈
論
に
よ
っ
て
憲
法
訴
訟
の
理
論
と
実
務
を
形
成
し
て
い
る
現
在
の
学
説
・
判

例
の
あ
り
方
が
生
産
的
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
も
、
憲
法
訴
訟
の
方
法
に
つ
い
て
最
高
裁
判
例
が
自
由
な
解
釈
に
よ
っ
て
独

自
の
憲
法
訴
訟
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
本
来
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
在
の
最
高
裁
判
所
に
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
（
翌
。
法
律
に
よ
っ
て
憲
法
訴
訟
の
方
法
や
審
査
手
続
を
整
備
し
、
憲
法
問
題
を
よ
り
実
質
的
に
審
議
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

益
で
あ
る
（
翌
。

第
二
は
、
憲
法
上
の
権
利
の
範
囲
を
広
く
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
の
上
告
制
限
が
採
用
さ
れ
、
「
判
決
に
憲
法
の
解
釈

の
誤
り
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
憲
法
の
違
反
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
と
き
」
（
現
行
民
訴
一
三
二
条
一
項
）
の
解
釈
が
重
要
問
題
に
な
る

が
、
そ
こ
だ
砥
憲
法
上
の
権
利
の
意
義
を
広
く
と
ら
え
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
に
な
る
。
こ
の
点
で
は
、
一
つ
に
は
、
憲
法
一
三
条

の
幸
福
追
求
権
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
権
利
を
一
般
的
自
由
と
広
く
解
釈
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
（
㈹
）
。
ま
た
、
一
つ
に
は
、
法
律
に
よ

っ
て
具
体
化
さ
れ
た
権
利
と
憲
法
上
の
権
利
と
を
関
連
さ
せ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
後
者
は
、
と
く
に
情
報
公
開
法
に
基

づ
く
情
報
開
示
請
求
に
対
す
る
不
開
示
決
定
が
裁
判
で
争
わ
れ
た
場
合
に
問
題
と
な
る
（
坐
。

②
付
随
的
審
査
の
制
度
の
下
で
も
、
憲
法
問
題
を
十
分
に
審
理
判
断
す
る
た
め
に
、
当
事
者
に
の
み
審
理
を
委
ね
る
の
で
は
な
く
、

審
査
手
続
を
広
げ
て
関
係
者
の
参
加
な
い
し
意
見
聴
取
を
促
進
す
る
し
く
み
が
考
案
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば

社
会
保
障
に
関
す
る
憲
法
訴
訟
で
は
各
種
の
関
係
福
祉
団
体
や
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
取
し
、
ま
た
、
租
税
関
係
の
憲
法
訴
訟
で

は
税
理
士
会
等
の
関
係
団
体
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
妥
当
な
判
決
の
形
成
に
大
き
く
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
。
教
科
書
裁
判
の
よ
う

に
政
治
的
・
社
会
的
に
影
響
の
大
き
い
裁
判
で
は
広
く
意
見
聴
取
の
必
要
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
校
則
裁
判
の
よ
う
な
比

較
的
小
さ
な
争
い
で
あ
っ
て
も
、
校
則
に
よ
る
規
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
有

第
一
は
、
立
法
の
不
作
為
の
違
憲
確
認
請
求
や
法
律
の
執
行
停
止
請
求
の
よ
う
な
訴
訟
類
型
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
一

九
九
七
年
一
○
月
、
在
外
国
民
か
ら
選
挙
権
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
を
争
う
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
損
害
賠
償
請
求
と
と
も
に
立
法
不
作

為
の
違
憲
確
認
請
求
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
被
告
国
は
立
法
不
作
為
の
違
憲
確
認
請
求
が
抽
象
的
な
法
令
審
査
で
あ
っ
て
不
適
法
な
請
求

で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
在
外
国
民
は
本
来
選
挙
権
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
職
選
挙

法
上
選
挙
人
名
簿
に
名
前
を
登
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
選
挙
権
を
行
使
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
選
挙
権
の
侵
害
を
実

際
に
被
っ
て
い
る
。
立
法
の
不
作
為
を
直
接
に
争
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
権
利
侵
害
の
要
件
は
充
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
抽
象
的
に
法
令
の
合
憲
性
を
争
う
訴
え
で
は
な
い
。
憲
法
上
の
訴
え
の
間
口
を
不
当
に
狭
め
る
こ
と
は
、
憲
法
訴
訟
の
活
性
化
を
阻

害
す
る
も
の
と
な
る
詞
）
。

問
題
の
実
質
的
な
審
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
制
度
お
よ
び
運
用
を
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
裁
判
所
は
、
権
利
義

務
に
関
す
る
争
い
を
確
認
的
に
判
断
す
る
と
い
う
態
度
を
超
え
て
、
憲
法
価
値
の
実
現
の
た
め
に
議
会
・
政
府
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
、
政
策
的
判
断
に
も
踏
み
込
む
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
て
、
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
違
憲
審
査
の
現
状
を
改
革
す
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
諸
施
策
が
考
え
ら
れ
る
。

の
現
行
の
付
随
的
審
査
制
の
下
で
違
憲
審
査
制
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
司
法
の
本
来
の
任
務
で
あ
る
権
利
保
護
の

拡
充
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
こ
の
点
で
は
、
訴
訟
的
に
訴
え
の
間
口
を
広
げ
て
権
利
救
済
の
実
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、
実
体

的
に
違
憲
審
査
の
基
準
・
方
法
の
繊
密
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
訴
訟
的
に
は
、
夜
間
の
飛
行
機
の
離
着
陸
の
差
止
請
求
を
却

下
し
た
大
阪
空
港
公
害
訴
訟
判
決
（
最
大
判
昭
五
六
・
一
二
・
一
六
民
集
三
五
巻
一
○
号
一
三
六
九
頁
）
の
よ
う
に
請
求
を
門
前
払
い
す
る
の

で
は
な
く
、
な
る
べ
く
実
体
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
請
求
の
当
否
を
審
査
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
憲
法
訴
訟
に
関
連
す
る
目
一
〈
体

的
な
問
題
を
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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神
に
も
と
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
立
法
技
術
的
に
稚
拙
な
場
合
も
あ
る
。
裁
判
所
が
法
律
の
採
用
し
た
政
策
に
つ
い
て
人
権
保
障
の
見
地

か
ら
劣
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
旨
を
付
記
し
て
立
法
府
に
是
正
を
促
す
こ
と
は
あ
り
、
フ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
れ
は
と
結
局
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
審
査
は
政
治
部
門
の
活
動
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を
も
つ
べ

き
こ
と
の
帰
結
で
も
あ
る
。
ま
た
、
違
憲
審
査
の
関
心
は
合
憲
・
違
憲
の
判
定
に
集
中
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
審
査
の
過
程
で
憲
法

に
適
合
す
る
政
策
削
断
も
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
も
あ
る
（
妬
）
。
と
く
に
、
立
法
府
が
合
憲
判
決
に
安
住
せ
ず
に
一
層

の
現
状
改
善
の
努
力
を
す
べ
き
場
合
に
は
、
ア
ピ
ー
ル
判
決
は
立
法
府
に
対
す
る
警
告
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

ア
ピ
ー
ル
判
決
に
は
問
題
点
も
あ
る
が
弱
）
、
事
件
処
理
の
過
程
で
違
憲
審
査
を
行
っ
た
裁
判
所
と
し
て
、
立
法
府
に
是
正
措
置
を
示
唆

す
る
こ
と
は
、
問
題
の
真
の
解
決
に
と
っ
て
有
用
な
場
合
も
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
万
）
。

側
最
高
裁
判
所
の
憲
法
判
例
の
質
的
レ
ベ
ル
が
欧
米
諸
国
の
憲
法
判
例
よ
り
も
総
じ
て
劣
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
最
高
裁
判
所
が
統
一
的
な
裁
判
所
制
度
の
頂
点
に
あ
っ
て
終
審
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
最
高
裁
判
例
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
よ
い
・
現
在
で
は
、
国
際
人
権
の
思
想
の
進
展
と
と
も
に
、

世
界
各
地
に
国
際
的
な
人
権
保
障
機
構
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

加
入
国
の
国
内
で
の
人
権
侵
害
に
つ
い
て
審
査
を
行
喚
そ
の
過
程
で
各
国
の
裁
判
所
判
決
を
も
審
査
対
象
と
し
て
い
る
。
最
高
裁
判

所
の
憲
法
判
例
の
見
直
し
の
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
外
圧
」
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
国
際
人
権
規
約

自
由
権
規
約
の
選
択
議
定
書
を
批
准
し
、
個
人
通
報
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
（
翌
。

⑤
違
憲
審
査
制
の
活
性
化
の
た
め
に
憲
法
事
件
を
専
門
に
担
当
す
る
裁
判
部
門
を
設
置
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し

た
。
そ
し
て
、
憲
法
改
正
に
よ
る
抽
象
的
審
査
制
の
導
入
は
実
際
に
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
在
の
最
高
裁
判
所
を
改
組
し
て
特

別
の
憲
法
部
を
設
け
る
こ
と
が
理
論
的
に
は
現
行
憲
法
の
下
で
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
機
構
改
革

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
裁
判
所
が
、
判
決
に
付
加
し
て
、
立
法
府
に
対
し
て
是
正
措
置
を
求
め
る
な
ど
の
ア
ピ
ー
ル
を
す
る
こ
と
も

ま
た
、
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
口
に
ア
ピ
ー
ル
判
決
と
い
っ
て
も
そ
の
種
類
は
多
く
、
違
憲
の
主
張
を
斥
け
て
合
憲

判
決
を
下
し
な
が
ら
も
立
法
政
策
と
し
て
何
ら
か
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
付
加
す
る
判
決
（
戦
後
補
償
に
関
す
る
一
連
の
判
決
の
ほ

か
、
最
近
で
は
、
在
日
韓
国
人
元
日
本
軍
属
障
害
年
金
訴
訟
高
裁
判
決
（
東
京
高
判
平
一
○
・
九
・
二
九
判
時
一
六
五
九
号
三
五
頁
）
な
ど
）
、
訴

え
自
体
は
別
の
理
由
で
斥
け
な
が
ら
も
違
憲
性
に
言
及
す
る
判
決
（
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
関
す
る
大
阪
高
判
平
四
．
七
．

三
○
判
時
一
四
三
四
号
三
八
頁
）
な
ど
）
、
量
局
裁
判
決
で
は
補
足
意
見
で
立
法
府
の
対
処
を
促
す
も
の
（
台
湾
人
元
日
本
兵
戦
死
傷
者
補
償

に
関
す
る
最
高
裁
判
決
（
最
三
小
判
平
四
・
四
・
二
八
判
時
一
四
一
三
号
九
一
頁
）
で
の
園
部
裁
判
官
の
補
足
意
見
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
態

が
あ
り
う
る
。
朝
日
訴
訟
で
の
「
念
の
た
め
」
判
決
も
ま
た
広
い
意
味
で
は
こ
れ
に
含
ま
れ
よ
う
。

・
裁
判
所
の
ア
ピ
ー
ル
判
決
に
対
し
て
は
、
事
件
の
解
決
に
と
っ
て
不
必
要
な
憲
法
判
断
で
あ
る
と
か
、
裁
判
所
に
よ
る
政
治
に
対
す

る
過
剰
な
口
出
し
に
な
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
か
え
っ
て
違
憲
審
査
で
の
合
憲
判
決
を
助
長
す
る
と
か
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
（
“
）
。
し

か
し
、
ア
ピ
ー
ル
判
決
は
む
し
ろ
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
争
わ
れ
た
法
律
を
合
憲
と
判
断
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
該
法
律
が
政
策
的
に
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
そ
し
て
、
合
憲
の
法
律
で
あ
っ
て
も
人
権
保
障
の
精

③
量
局
裁
判
所
は
、
憲
法
判
断
な
い
し
判
決
形
態
に
つ
い
て
も
、
違
憲
審
査
権
の
行
使
の
た
め
の
弾
力
的
な
方
法
を
考
案
す
べ
き

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
違
憲
判
断
に
際
し
て
、
合
憲
・
違
憲
と
い
う
断
定
的
な
判
決
で
は
な
く
、
合
憲
限
定
解
釈
、
将
来
効
判
決
、
事

情
判
決
な
ど
、
中
間
的
な
判
決
は
違
憲
審
査
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
。
一
九
七
六
年
の
議
員
定
数
不
均
衡
違
憲
判
決
（
最
大
判
昭
五
一
・

四
・
一
四
民
集
三
○
巻
三
号
二
二
三
頁
）
が
選
挙
を
無
効
と
し
な
い
と
す
る
事
情
判
決
の
法
理
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
つ
色
。

が
有
益
で
あ
る
。
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に
関
す
る
一
九
五
七
年
の
裁
判
所
法
改
正
案
を
め
ぐ
る
議
論
が
参
考
に
な
る
（
⑱
）
。
一
九
五
七
年
案
は
、
い
わ
ゆ
る
「
中
二
階
案
」
と
も

呼
ば
れ
、
最
高
裁
判
所
の
な
か
に
九
名
の
裁
判
か
ら
な
る
最
高
裁
大
法
廷
を
設
け
、
他
に
総
員
三
○
名
か
ら
な
る
小
法
廷
を
い
く
つ
か

設
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
大
法
廷
は
憲
法
違
反
お
よ
び
判
例
違
反
の
事
件
を
特
別
に
扱
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
法

案
は
、
民
事
上
告
事
件
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
特
別
の
憲
法
事
件
を
扱
う
憲
法
裁
判
部
を

設
け
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
最
高
裁
大
法
廷
構
想
は
、
憲
法
問
題
を
そ
こ
で
専
門
に
審
査
す
る

こ
と
を
内
容
と
し
て
お
り
、
こ
の
制
度
は
、
笹
田
栄
司
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
違
憲
審
査
制
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、

積
極
的
に
評
価
さ
れ
よ
う
（
辺
。

な
）
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
権
自
体
は
法
律
上
の
権
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
憲
法
の
「
知
る
権
利
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
制
限
ほ
憲
法
問
題
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
蛇
）
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
の
際
に
、
関
係
諸
機
関
の
意
見
聴
取
の
制
度
が
あ
り
、
そ
の
意
見
は
判
例
集
の
な
か
で
も
紹

介
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ア
ミ
ク
ス
・
キ
ュ
リ
エ
（
裁
判
所
の
友
）
に
よ
っ
て
事
件
の
解
明
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
が
法
廷
に
持
ち
出

（
“
）
ア
ピ
ー
ル
判
決
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
し
た
評
価
に
つ
い
て
は
、
蛯
原
健
介
・
後
出
注
（
灯
）
（
二
。
完
）
二
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
妬
）
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
関
し
て
、
従
来
の
憲
法
訴
訟
論
は
、
憲
法
訴
訟
事
件
で
の
合
憲
・
違
憲
の
画
定
に
力
を
注
い
で
き
た
が
、
そ
の

反
面
で
、
合
憲
の
枠
内
で
の
政
策
的
な
当
否
に
つ
い
て
十
分
に
議
論
し
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
合
憲
の
範
囲
内
で
も
「
憲
法
適
合
的
」

な
政
策
の
選
択
は
あ
り
う
る
し
、
そ
の
政
策
の
優
先
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
憲
法
解
釈
論
は
一
定
の
寄
与
を
な
し
う
る
。
「
合
憲
の
範
囲
内
で

は
す
べ
て
立
法
裁
量
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、
政
策
判
断
に
も
憲
法
解
釈
の
視
点
を
加
味
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
も
政
策
論
に

（
翌
住
民
訴
訟
の
制
度
が
地
方
自
治
法
で
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
仮
定
し
て
、
住
民
に
よ
る
違
法
支
出
等
の
是
正
を
争
う
訴
訟
が
判
例

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
は
い
え
な
い
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
湾
岸
戦
争
の
際
の
九
○
億
ド
ル
の
支
出
等
を
争
う
訴
訟
は
却
下
な
い
し
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
地
判
平
八
・
五
・
一
○
判

ゞ
時
一
五
七
九
号
六
二
頁
参
照
）
。
し
か
し
、
法
律
で
住
民
訴
訟
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
判
例
は
、
住
民
訴
訟
が
憲
法
七
六
条
の

「
司
法
Ⅱ
法
律
上
の
争
訟
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
十
分
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
訴
え
を
許
容
し
て
実
体
審
査
を
行
っ
て
い
る
の
が

（
伽
）
幸
福
追
求
権
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
権
利
の
範
囲
を
広
く
解
釈
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
戸
波
「
幸
福
追
求
権
の
構
造
」
公

（
羽
）
園
部
・
前
出
注
（
２
）
〔
最
高
裁
判
所
大
法
廷
）
一
六
二
頁
は
、
憲
法
裁
判
所
の
設
置
の
意
見
に
対
し
て
、
「
問
題
は
制
度
で
は
な
く
、

運
用
で
は
な
い
か
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
憲
法
裁
判
所
の
設
置
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
、
最
高
裁
判
所
の
憲
法
上
の
役
割
を
フ
ル
に
発
揮
さ

せ
る
た
め
の
方
策
の
可
能
性
を
徹
底
的
に
探
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
当
面
の
課
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」
と
す
る
。
ま
た
、

奥
平
・
前
出
注
（
Ⅳ
）
七
頁
も
、
「
司
法
審
査
を
ほ
と
ん
ど
制
度
閉
塞
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
要
素

を
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
調
べ
上
げ
、
そ
う
し
た
仕
組
み
・
慣
行
・
思
考
方
法
の
組
み
替
え
を
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
」
と
説
く
。

（
調
）
在
外
国
民
の
選
挙
権
の
不
行
使
に
対
す
る
立
法
不
作
為
の
違
憲
確
認
訴
訟
に
つ
い
て
、
戸
波
「
在
外
日
本
国
民
の
選
挙
権
」
法
学
教
室

一
六
二
号
（
一
九
九
四
）
四
四
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
旧
国
鉄
の
債
務
処
理
に
関
し
て
、
一
八
○
○
億
円
の
債
務
負
担
を
Ｊ
Ｒ
各
社
に
課
す

る
旧
国
鉄
債
務
処
理
法
に
対
し
て
Ｊ
Ｒ
各
社
は
訴
訟
で
争
う
こ
と
を
検
討
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
の
訴
訟
と
し
て
は
、
債
務
不
存
在
の
確
認

請
求
を
超
え
て
、
法
律
に
基
づ
く
具
体
的
な
執
行
行
為
が
な
く
て
も
債
務
負
担
を
定
め
た
法
律
の
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

、

い

も

古

司

九
三
）
三
二
五
頁
以
下
参
照
。

法
研
究
五
八
号
（
一
九
九
六
）
．
一
頁
以
下
参
照
。
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
権
侵
害
を
要
件
と
す
る
憲
法
異
議
の
訴
え
の
受
理

に
あ
た
っ
て
、
基
本
法
二
条
一
項
の
「
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
」
を
一
般
的
自
由
と
解
釈
し
て
、
広
く
憲
法
異
議
の
訴
え
を
是
認
し
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
戸
波
「
自
己
決
定
権
の
意
義
と
射
程
」
芦
部
古
稀
記
念
『
立
憲
主
義
の
展
開
上
』
（
有
斐
閣
、
一
九

実
情
で
あ
る
。

さ
れ
、
判
決
の
形
成
に
貢
献
し
て
い
る
。
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Ｂ
‐
し

■
句
■
■
■
■
■
■
ｂ
打
巳
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ｆ
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ｋ
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訓
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銅
咽
浄
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珊
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嘩
や
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哩
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細
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雨
調
湘
出
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(39） 最高裁判所の憲法判例と違憲審査の活性化1247 1246五十一巻五号 （38）

違
憲
審
査
制
の
活
性
化
は
、
最
終
的
に
は
人
の
問
題
で
あ
り
、
違
憲
審
査
に
携
わ
る
裁
判
官
の
問
題
で
あ
る
。
裁
判
官
が
ど
れ
だ
け

憲
法
価
値
の
実
現
に
倫
理
的
情
熱
を
傾
け
る
か
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
欧
米
の
憲
法
裁
判
を
み
る
か
ぎ
り
、
違
憲
審
査
権
の
行
使

に
あ
た
っ
て
、
裁
判
官
は
毅
然
と
し
て
憲
法
擁
護
の
姿
勢
を
と
り
、
憲
法
事
件
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ま
さ
に
違
憲

ｑ
ｑ
ａ
０
１

審
査
制
の
存
在
意
義
の
根
本
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
裁
判
官
は
、
同
時
に
、
民
意
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
違
憲
審
査
制
に
お
け
る
民
主
主
義
的
正
当
性
の
問
題

は
、
違
憲
審
査
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
一
つ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
本
稿
で
は
違
憲
審
査
と
民
主
主
義
的
正
当
性
の
問
題
に
つ
い
て

十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
ほ
か
な
い
が
、
最
後
に
二
点
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

一
．
つ
は
、
民
主
主
義
的
正
当
性
を
支
え
る
重
要
な
要
素
と
し
て
、
裁
判
官
の
選
任
の
問
題
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
薊
）
。
民
主
的
な
公
開

手
続
の
な
か
で
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
選
任
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
違
憲
審
査
に
関
与
す
る
裁
判
官
の
積
極
性
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、

違
憲
審
査
の
正
当
化
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
選
任
が
公
開
の
手
続
に
よ
ら
ず
に

決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
。

も
う
一
つ
は
、
違
憲
判
決
の
内
容
的
正
当
性
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
憲
法
の
最
終
的
解
釈
権
、
憲
法
政
治
の
決
定
権
が
議
会

か
裁
判
所
か
と
い
う
争
い
も
重
要
で
あ
る
が
、
違
憲
審
査
権
の
行
使
が
民
意
か
ら
離
れ
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。

そ
し
て
、
一
般
論
と
し
て
は
民
意
か
ら
離
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
違
憲
審
査
制
は
論
理
内
在
的
に
民
意
か
ら

離
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
違
憲
審
査
制
に
は
、
議
会
の
多
数
者
意
思
か
ら
少
数
者
の
人
権
を
ま

も
り
、
議
会
・
政
府
の
民
主
的
決
定
を
も
憲
法
に
照
ら
し
て
否
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九

（
卵
）
笹
田
・
前
出
注
（
２
）
一
五
五
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
大
法
廷
の
制
度
を
実
現
す
る
た
め
に
は
最
高
裁
判
所
の
大
規
模
な
機
構
改
革
が

必
要
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
な
お
詳
細
な
構
想
と
慎
重
な
審
議
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
現
は
消
極
的
意
見
の
台
頭
な
ど
の
た
め
に

大
き
な
困
難
が
と
も
な
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
指
摘
す
る
園
部
・
前
出
注
（
２
）
〔
量
局
裁
判
所
大
法
廷
〕
一
六
一
頁
参
照
。

つ
い
て
一
定
の
論
議
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（
妬
）
ア
ピ
ー
ル
判
決
の
問
題
点
と
し
て
、
違
憲
判
決
を
回
避
し
て
、
ア
ピ
ー
ル
の
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
つ
い
た
合
憲
判
決
に
と
ど
め
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
非
嫡
出
子
相
続
分
差
別
合
憲
判
決
で
は
、
結
論
的
に
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の
差
別
が
合
憲
と
さ
れ

な
が
ら
も
、
い
く
つ
か
の
補
足
意
見
で
法
律
の
存
在
に
疑
問
が
呈
さ
れ
、
立
法
府
に
よ
る
改
廃
が
好
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
は
個
別
の
判
決
の
結
論
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ア
ピ
ー
ル
を
付
加
す
る
こ
と
自
体
の
問
題
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

（
“
）
ア
ピ
ー
ル
判
決
の
意
義
と
問
題
点
と
に
つ
い
て
、
立
法
府
の
対
応
を
も
含
め
て
詳
細
に
検
討
し
た
姥
原
健
介
「
合
憲
性
審
査
と
立
法
的

対
応
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
（
二
．
完
）
」
立
命
館
法
学
一
九
九
八
年
一
号
二
四
頁
以
下
、
二
号
二
六
二
頁
以
下
は
、
結
論
と
し
て
ア
ピ
ー
ル

判
決
を
評
価
し
つ
つ
、
立
法
府
と
裁
判
所
と
の
「
協
働
関
係
」
を
重
視
す
べ
き
こ
と
、
裁
判
所
の
政
策
評
価
機
関
と
し
て
の
意
義
を
評
価
す

べ
き
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
。

（
銘
）
選
択
議
定
書
の
批
准
に
消
極
的
な
理
由
と
し
て
、
政
府
見
解
は
、
規
約
人
権
委
員
会
で
の
個
人
申
立
の
審
議
と
意
見
が
日
本
の
国
内
の

司
法
権
の
自
主
性
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
連
で
の
日
本
の
裁
判
の
見
直
し
が
憲
法
に
抵
触
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
．
レ
ビ
ュ
ー
の
積
極
面
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

（
⑲
）
一
九
五
七
年
案
に
つ
い
て
は
、
笹
田
・
前
出
注
（
２
）
〔
裁
判
制
度
〕
三
八
頁
、
園
部
・
前
出
注
（
２
）
一
五
三
頁
な
ど
で
、
す
で
に
詳

細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

→

伽
ト
ー
ｋ
民
Ｉ
＆
・
・
け
』
の
ｖ
ひ
●
．
Ｐ
Ｆ
Ｂ
１
Ｂ
則
Ｌ
Ｂ
Ｐ

Ｉ
１
ｈ
Ｆ
ｆ
ト
ワ
１
Ｗ
仇
Ｆ
胤
脚
脚
１
２
冊
冊
Ｉ
Ｅ
Ｉ
仏
僧
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(41） 矯正の現状1249 1248五十一巻五号 （40）

第
一
最
近
の
重
要
動
向
・
・
：
。
：
…
：
：
、

一
監
獄
法
の
改
正
と
行
刑
運
営
の

改
善
・
…
・
・
・
・
・
・
：
。
：
．
：
：
．
．
…
・
…

二
矯
正
の
行
政
情
報
化
・
・
・
・
…
。
：
：

三
行
刑
施
設
に
お
け
る
保
安
警
備

体
制
の
充
実
・
強
化
…
．
：
…
：
、

四
矯
正
施
設
に
お
け
る
被
収
容
者

の
収
容
状
況
．
：
：
・
・
・
：
…
；
：
。
：

五
刑
務
作
業
の
充
実
強
化
策
・
・
・
・
・
・

六
医
療
体
制
の
充
実
強
化
・
・
…
：
・
・

七
被
収
容
者
の
食
料
給
与
改
善
…

八
少
年
院
運
営
の
充
実
・
・
・
…
・
…
：

九
少
年
院
に
お
け
る
教
育
課
程
の

充
実
・
・
・
…
・
・
・
：
：
：
・
・
・
：
：
．
：
：
．
：

第
二
機
構
の
概
要
：
・
・
…
・
・
：
…
：
：
．
：

第
三
組
織
、
職
員
及
び
予
算
．
：
・
・
・
：
．

一
組
織
…
…
…
：
…
：
・
・
・
：
．
：
・
・
・

１
行
刑
施
設
：
。
：
：
．
－
：
．
．
・
・
・
：
：
、

２
少
年
院
．
．
：
：
：
…
・
・
：
．
：
．
：
：
、

３
少
年
鑑
別
所
・
：
・
…
・
・
・
：
：
…
．

九
五
年
前
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
民
意
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
各
方
面
か
ら
ま
き
起
こ
り
、
違
憲
審
査
の

正
当
性
が
議
論
さ
れ
た
（
艶
）
。
し
か
し
、
憲
法
裁
判
は
、
と
き
の
多
数
の
意
見
と
し
て
の
民
意
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
憲
法
価
値
の
実

現
の
た
め
に
、
む
し
ろ
将
来
の
民
意
を
先
取
り
し
、
人
権
思
想
の
普
遍
化
を
行
う
と
い
う
「
民
意
の
啓
蒙
」
機
能
を
果
た
す
べ
き
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
民
意
の
現
状
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
人
権
思
想
の
進
展
は
な
い
。
違
憲
審
査
制
は
、
民
意
な
い
し
議
会
意
思
を

尊
重
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
指
導
し
克
服
し
、
将
来
の
あ
る
べ
き
憲
法
社
会
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
里
ベ
ッ
ヶ
ン
フ
ェ
ル
デ
（
岩
間
昭
道
訳
）
「
憲
法
裁
判
権
の
構
造
問
題
・
組
織
・
正
当
性
」
初
宿
編
訳
「
現
代
国
家
と
憲
法
・
自
由
・
民
、
王

制
』
（
風
行
社
、
一
九
九
九
）
二
○
三
頁
以
下
参
照
。

（
記
）
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
批
判
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
畑
尻
剛
「
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
上
）
（
下
）
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
○
六
号
七
四
頁
以
下
、
二
○
七
号
七
九
頁
以
下
（
一
九
九
七
）
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
民
主
主
義
的
正
当
性

の
観
点
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
批
判
論
を
分
析
し
た
論
稿
と
し
て
、
服
部
高
宏
「
法
と
政
治
の
力
学
と
憲
法
裁
判
」
井
上
Ⅱ
嶋
津

Ⅱ
松
浦
編
「
法
の
臨
界
Ｉ
法
的
思
考
の
再
定
位
」
（
東
大
出
版
会
、
一
九
九
九
）
一
○
三
頁
以
下
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究

会
編
『
ド
イ
ツ
の
最
新
憲
法
判
例
』
（
信
山
社
、
近
刊
）
の
栗
城
壽
夫
「
は
し
が
き
」
参
照
。

（
早
稲
田
大
学
法
学
部
教
授
）

矯
正
の
現
状

鯏
川
剣
別
制
細
川
ｎ
Ｍ
剥
側
叫
肘
Ⅲ
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幻
ゲ
戸

君

＃
＃
瞳■且ａ『
手

５
１
Ｔ
６
ｊ
７
ｒ
ｃ
Ｉ
１
ウ
■

里
４
婦
人
補
導
院
．
：
。
・
・
・
：
：
．

二
職
員
・
・
…
・
・
…
。
：
…
：
．
：

里
１
行
刑
施
設
・
・
・
・
・
・
・
：
・
・
…

豐
２
少
年
院
…
…
…
…
・
・
・
・
．

３
少
年
鑑
別
所
：
・
・
・
：
・
・
…

豐
４
婦
人
補
導
院
：
。
：
：
・
・
：
．

５
職
員
の
研
修
．
：
：
：
・
・
・
．

畠
三
予
算
．
．
…
：
。
…
．
：
：
…
．

豊
１
《
行
刑
施
設
：
．
．
…
：
：
：
．
．

異
２
少
年
院
…
：
．
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
．

翼
３
少
年
鑑
別
所
・
…
・
・
・
・
・
・
・
・

里
４
婦
人
補
導
院
：
：
．
：
・
・
・
：

四
施
設
の
整
備
・
…
・
…
…
：
：

理
１
行
刑
施
設
。
：
．
．
・
・
・
・
…
：

里
２
少
年
院
…
：
．
・
・
・
・
…
：
・
・
．

里
３
少
年
鑑
別
所
…
．
．
・
・
・
；
・

異
第
四
広
報
活
動
。
：
・
・
：
：
：
：
．
…
．

臺
第
五
矯
正
の
国
際
化
へ
の
対
応

睾
第
六
処
遇
・
…
：
・
・
：
．
：
・
・
・
：
：
．

雪
一
行
刑
施
設
：
…
：
…
．
：
・
・
・
：

品
勺
甲
、
ｑ
守
８
ｊ
『
理

Ｂ
４
４
ｑ
ｎ
ｃ
？
ｏ
Ｉ
３
２
ｇ
６
ｒ
画
ｖ

Ｆ
ｂ
６
ｒ
ひ
ｒ
Ｊ
８
３
“
■
■
Ｂ
０
Ⅱ

・
Ｉ
Ｕ
ｑ
１
。
Ｏ
ｂ
９
９
６
Ｕ
４
１
１
ｇ
１
８
８
８
０
９
１
９
℃
８
“
９
◆
〃
。
？
■
Ｕ
ｄ
ｑ
Ｕ
８
Ｂ
Ｂ
Ｔ
９
９
ｐ
ｐ
■
１
ａ
９
９
ｌ
８
？
Ｕ
Ｉ
Ｆ
日
巳
■
■
ｇ
Ａ
７
３
Ｅ
９
″
ｇ
０
ｑ
ｑ
ｆ
ｄ
０
０
０
Ｌ
９
ｇ
ｒ
毎
己
ロ
。
●
？
、
１
０
８
●
Ｑ
晟
■
１
ｒ
０
．
ｅ
６
〃
、
４
■
０
１
６
６
■
Ｆ
な
い
Ｐ
め
り

§

；i母f
j

蝋

五
四

五
四

五
四

垂
四

五
垂

五
五

垂

一

〈

五
九

睾
丸

五
九

垂
九

一

〈

口

六
つ

一

く

つ

｛
〈
一
一

一
〈
一
一

一
〈
一
一

宗
五

六
六

六
六

法
務
省
矯
正
局

１
収
容
の
状
況
・
・
・
…
．
：
・
・
・
：
…
：
・
・
・
・
．
．
：
妻

２
保
安
状
況
．
：
：
・
・
…
…
：
．
・
・
・
…
：
・
蜂
：
毫

３
苦
情
・
不
服
申
立
て
の
状
況
：
。
…
一
・
・
交

４
未
決
拘
禁
者
の
処
遇
・
・
・
…
…
：
・
・
・
・
…
菟

５
受
刑
者
の
処
遇
：
．
：
：
．
：
：
・
・
・
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